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中世都市，その「従属」より「自立」への途
一一へリフォド市の場合一一

田中正義

中部イングランド（MidlandEngland）西部のー：Ill Herefordshireの州都 Hereford市は，

そもそも当市の所在する所の州、日i体が，其の南方の Gloucestershire，其の北方の Shropshire,

Cheshireと南北の一線に並んで，いまイングランドとウェイルズとの国境地帯（WelshMarch) 

を形づくって居ると云う理由のゆえに，まさに斯かる理由のゆえに，我々の特別の史的関心を

喚び起さずには己まないものがある。

蓋し，もとウェイルズの山岳地方にその源を発して東流して当汁｜の平野部に入り州のほぼ中

央を北から南へと貫流するところの，ラグ河 TheLugg，おなじくウェイルズの山岳地方にそ

の源を発してラグの南方を東南に向かつて流れて当州に入り州の南部を東流するところの，ワ

イ河 TheWye，一一此の両河川のいま将に合流せんとする処，ワイの北岸に位置する， Here-

fordは，抑々その地名の由来するところ，その第二のエレメントたる・渡渉可能な渡り場を意

味する古代英語fordに元来ドイツ語の，，Heer“と同根の・軍隊を意味する古代英語 hereが結

び付いたものと言われ！），若し此の説にして正しければ，もともと此の地は，密集隊形を成し

てワイ河を渡渉し進軍するところの，異民族 Welshとの抗争における Anglo-Saxonの前哨基

地として，重要なる軍事的拠点の一つを形成し，其の戸口に迫る用心深い呆敵の不断の脅威の

前に曝された此の地の住民は，斯かる辺境には立地せざる他の一般諸州の町の住民とは自ら異

なるところの，日々騒然として難難なる生活を送ることを余儀なくせられて居たであろうこと

が，想像せられるのであるの。

併しながら，以上のごとき， Herefordを州都とする Herefordshireを含めて凡そ中部イン

グランド西部の初期の歴史は，残念ながら今日定かならざる所が甚だ多い。

第5世紀初葉， 410年， Roma寧が此処 Britanniaの地より最終的に撤退する以前に，もと

後世の Herefordshireを含む地域を占拠していたBritons(Britannりの一派なる Silures族は，

既に披等の往時の支配権を恢復して Romaからの自立を達成して居たであろうと言われて居

1) Cf. Eilert Ekwall, The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names (Oxford, 1936 ; 

4th edn., 1960), p. 226, s. v. Hereford. 

2) Cf. Victoria County History, Herefordshire, Vol. I (London, 1908; Reprinted, Folkstone, 

1975), Introduction to the Herefordshire Domesday, written by J. Horace Round, p. 263. 
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るがal, Anglo-Saxonの移住（settlement）の波が東方より此のウェイルズの辺境地方にまで押

し寄せ来ったとき，ワイ河以北の Herefordshireの平原地方は，愛に， Shropshire南部の地

方とともに， MiddleAnglesの一派なるところの Magonsadan旗の占拠するところとなった，

と考えられる。而して，彼等の比の地方への侵入・定着は，ウ zイノレズの Britonsに対する

一般に Anglesの原初的なる西進運動の恐らく最終段階を劃したるものと想われるのであるが，

それは，その場合，ワイ河のみが，こののち第11世紀の NormanConquestに至るまで Welsh

の学中に留まることとなったところの一つの‘country’から彼等Anglesの一派の MagonsaJtan

族を裁然と分つこととなったからに他ならなし川。

第6世紀末〔597）ローマ←カトリック教の此の国への伝来このかた，初め Anglo-Saxonsの詰

部族国家（tribalstate）ごとに比較的孤立して存在して居たところのイングランド各地の教会も，

Canterbury大司教 Theodorus(602～90）に依って，今や第7世紀 Canterburyを中心とし

て乏に緊密に統一・組織されることとなったのであるが，その際 Herefordにおいては.688年

其処に Theodorusに依り前記 Magonscet仰族のために Herefo工d司教管区が創設せられ℃，

Herefordは一個の司教座都市たることとなった。然し乍ら， Herefordは，比ののちと躍も猶，

第11世紀に至るまで司教座部市と言わんよりは寧ろ辺境地方におけるー要塞都市たる性格をよ

り、瀧厚に保持したのである九

第8世紀，中部イングランドに Angles の一部族国家←Mercia王国の興隆を見，その玉

Offa(r. 757～96）の現われるや，彼は，今日猶その一部の遺構の存するところの℃ffa’sDyke’ 

一一北は Cheshire升｜の西境をなすディー河 TheDeeの河口から南は前記ワイの河口にまで

連なる←ーを構築して，以てイングランドとウェイルズとのあいだの国境線を確定したが，夫

れとともに，彼は， 758年， Herefordを以て玉領となし，彼の治世の問に広範聞に亘って其の

地の荘園を「神と聖母マリア並びに聖h:thelberhtの［Hereford〕教会Jに対して寄進する所が

あったのであるω。

第9世紀に入り，従来 Anglo-Saxonの総ての部族国家の諸王をして其の王の宗王権 （B1’ed-

3〕Ibid.,Political History, written by E. I. Carlyle, p. 347 f. 

4) F. M. Stenton, Anglo-SaxoπEngland (Oxford, 1943 ; 3rd edn., 1971〕， p.46. 

5〕Cf.Stenton, ibid., pp. 46, 134; M. W. Beresford & H.P. R. Finberg, English Medieval Bar-

O叫ghs:A Hand-List (Newton Abbot, 1973), p. 122. 

ti) Richard Johnson, The Ancient Customs of the City of Hereford, with translations of the 

earlier city charteγs and graηts; also, some account of the trades of the city, and other i担:for

mation relative to the early history (London, 1818 ; 2nd edn., 1882〕， p.2.民みlこ，比処に現わ

れる聖 JEthelberht とほ，もと Anglo-Saxon の部族国家の一つ~East Angli旦王国の国王にして，

Merci a玉Offaの王国拡大政策の犠牲となって， 794年 Hereford近郊において Offaの教唆のもとに

斬首せられ，その後殉教者と者倣されるに到った者である。 Cf.Stenton, op. cit., p. 210 ; Susan J. 

Ridyard, The Royal Saints of Anglo-Saxon England: A Study of West Saxon d河d East 

Anglian Cults (Cambridge, 1988), pp. 21, 244, 247. 
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warda）を認めしめ来ったところの Mercia王国の国勢が漸く衰え，新たに南部イングランドに

West Saxonsの部族国家一－Wessex王国の勃興を見るようになると， その主 Ecgberht(r. 

802～39）は， 825年， Mercia王 Beornwulf( r. 823～25〕と戦って大いに之を破り， 829年克に

Mercia王国を滅して，今やハンパァ河 TheHumber以南の地をことごとく Wessex主の宗

主権の下に収め，愛にイングランドをほぼ「統一Jするに到ったが，夫れとともに，わが Here-

ford地方もまた Wessexの支配圏に入り， Wessex王 .!Ethelstan(r. 924～39）の時には，彼

は， NorthWelsh (Aquilonaresβrito仰のの首長たちを此処 Her巴fordの地に召集し，彼等を

して Wessex王に対する忠誠を誓わしめて，毎年20ポンド〔重量〕の金， 300ポンド〔重量〕の銀，

その他2万5,000頭の牡牛〔一役畜〕を朝貢することを約ぜしめたのである九

然し乍ら，その頃より，此の地方にも，当時イングランド各地を侵冠しつつあったかのDanes

の勢力が漸次浸透し来って，やがて第11世紀初め彼等が今や全イングラソドを征服a 支配する

に到ると，王位に登れる其の首領 Cnut(r.1016～35）は，此処 Herefordshire地方をその子

Harold Cのち王， r.1035～40］の伯領（earldom）の一部たらしめることとなったが，此の Danes

のイングランド支配時代においても，一方依然として其の Welshとのあいだに於ける国境紛

争は絶ゆることなく， Harold｛白は国境を侵犯し来れる Welshの捕虜の右腕を切断すべきこと

を命じた，と伝えられるべ

而して， Danesのイングラソド支配がCnutの死後その子Harold，更にはその弟Harthacnut

(r.1040～42）の治世を以て終吉を告げ， 1042年愛に再び Wessexの旧王家一Cerdic家を継承

するところの Edward(r. 1042～66）一一彼はそのカトリ y ク篤信のゆえに死後（1161)列聖せら

れて憤悔王（Confessor）と称せられる一一，イソグランド壬位に登るや，その亡父.!EthelredJI 

(r.978/9～1016）の大陸亡命中その生母 Emmaの実家たる Normandie公の宮廷に成人せる此

の王は，被が即位に際して大陸より伴い来ったところの Normansを一部此の Herefordshire

地方にも入植せLめ，その結果川内各地に彼等の植民せる城塞都市の建設が見られたが，その

場合わがH巴refordもまたそのような‘Normancolonies，のーったることとなったのである軒。

1066年， Edwardthe Confessor，嗣子無くして残し，王の岳父 Wesse玄伯 Godwinの子に

して王妃 Edithの兄たるところの Harold，その跡を襲うや，時の Normandie公 Guillaume

は，己れのイングランド王位継承権を主張， Haroldをもって王位纂奪者なりとし， 同年9月

7) St己nton,op. cit., p. 340 ; Carlyle, Zoe. cit., p. 349. Cf. Liber monasterii de Hyda (ed. by Ed陶

ward Edwards ; London, 1866) [Rolls Series, No. 45〕， p.125; William of Malmesbury, Gesta 

Regum Anglo叩 m,atque Historia Novella (ed. by Thomas Deffus Hardy; 2 vols. ; London, 

1840), Vol. I, p. 214; ibidem, De gestis regum Anglorum libri quinque; Historice novellw libri 

tγes (ed. by 1九TilliamStubbs ; 2 vols. ; London, 1887-89）〔RollsSeries, No. 90〕， Vol.I, p. 148. 

:8) The Encyclopaedia Britannica (33 vols.; 11th edn., New York, 1910-11), Vol. xiii, s. v. 

Herefordshire, p. 356. 

9) Ibid., pp. 356 f. 
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イングランド南部に上陸， 10月 Haroldの率いるところの Anglo-Saxon軍を Sussex州の

Senlacの野に撃破， Haroldをして敗死ぜしめ，同年クリスマスにもと餓悔王の創建に係わる

Westminster大聖堂において機悔王の適法なる後継者として戴冠し，霊に Normandie公を兼

ねてイングラ γ ド主 WilliamI (r. 1066～87）を称するとととなったが，此のいわゆる‘Norman

Conquest of England’以前・働臨王時代のイ γグランドと，同征服以後のイングラソドをいま

比較対照する形で征服王（theConqueror〕が其の即位後20年 1086年にほぼ全国的なる規模に

おいて調査（surueのせしめたる結果を綜括したるところのもの一一失れこそが，すなわち当代

西欧世界に比類なき一大公文書‘DomesdayBook，に他ならぬ。

此の DomesdayBook〔以下D.B.を以て表わす〕における我が Hareford関係の記述は，我々
おもて

は之を先ず向書の第1巻の第179葉（folio）表について見ることが出来るが，其の冒頭には，

〔1〕『Edward〔餓悔1玉の時代， Hereford市には，其処に，その市壁（murus）の内外に共住

(commaneo）するところの百三名の者存しき，而して彼等は下記のごとき諸慣習（consuetudines)

を有したりき。 (InHereford ciuitate tempore regis Edwardi erant centum et tres homines 
10) 

commantes intus et extra murum, et hah巳banthas subterscriptas consuetudines.）』

とあって，以下，我々の次節に之を見るがごとくに， Edward儲悔王時代に於ける我がHere-

ford市の慣習法に就いての記述が為されて居るのである。

Il 

Edward働悔玉時代における我が Hereford市の慣習法は，凡そ以下の如きものである。

〔2］『いま若し彼等じ一前述せる当時 Herefordの市壁の内外に住める百三名の者Jのうちの

何びとかが当市を立ち去（recedo）らんと欲せば，彼は， C王の代官たる比の町のJリーヴ （prw-

positus) 11）〔町奉行江の同意（concessus）のもとに彼の屋敷（domus）を，いま夫れより生ずべき奉

仕【の義務〕（seruitium）を喜んで果たさんと欲する所の他の者に対して【一定の価額を以て1売

却（uendめすることを得ベし，而して〔其の際〉当該リーヴは此の売却（uenditio ）［金）の三分ノー

の金額を収得（habeo）することを得ベし。（Siquiseorum uoluisset recedere de ciuitate, pote-

rat cone巴ssuprrepositi domum suam uendere alt巴rihomini seruitium debitum inde facere 
さ

uolenti, et habebat prrepositus tercium d巴nariumhuis venditionis.）然りながら，し、ま若し

〔前記百三名の者のうち〕何びとかが彼の貧困（ρauperitas）のゆゑに，彼の果たすべき奉仕〈の義

務〕を果たし得ざりしとせんか，彼は， C当市を立ち去るに当たりて］無償にて（sineprecio）彼

10) Domesday Book, seu Liber Censualis Willelmi Primi Regis Angliae, ed. by Abraham Far酌

ley (2 vols. ; Record Commission, 1783), Vol. I, folio 179. 因みに，引用文の文頭なるアラピア

数字は便宜上筆者の之を附したるもの，以下向然。

11〕拙著『イングランド中世都市の展開』（刀江書房， 1977年〕， 34,50～51ペイヂ，参照。
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の屋敷をリーヴ〔町奉行〕に明け渡（reliquo）し，リーヴ〔町奉行〕は，当該屋敷が無住の儲（uacua)

に留まる （rem仰 eo）ことのなきゃう，而して王がじ彼の受くべき3奉仕を欠く （careo）ことのなき

ゃう， C周到に〕配慮（prouideo）すべきなり。（Quodsiquis paupertate sua non potuisset ser” 

uitium facere, relinquebat sine precio domum suam prceposito, qui prouidebat ne domus 

uacua remaneret, et ne rex careret seruitio. ）~ 

〔3〕『〔而しておなじく働悔王時代〕当市の市壁内にては，執れの全き屋敷地（integramasura) 

仁の保有者1も総ていま，〔年］七ペンス半〔の地代〕を納め，馬匹の賃借料として （adlocandos 

caballos）［年〕四ペンスを〔納め〕，〔夏季〕八月にはじ毎年〕三日間（tribusdiebus）〔領主たる王の直

営地の存する］Marden(Murdine）においてC殻草を〕刈り取るくseca）仁賦役労働に服し〕，〔毎年〕

一日（unadie）〔当 Herefordshireの〉州奉行（uicecomes ; sheri妊〉の命ずる場所に〔おなじく王の

直営地に属する牧草地において刈り取れる所の牧草を〕C冬季の家畜の飼料たるべき〕乾草とし

て（adfenum）集積（congrego）する〔所の賦役に服する〕〔慣はし〕なりき（Intramurum ciuitatis 

unaquaque integra masura reddebat vii denarios et obolum et iiii denarios ad locandos 

caballos, et tribus diebus in Augusto secabat ad Mawerdine, et una die ad fenum con-

gregandum erat ubi vicecomes uolebat.）。〔而してJC餓悔王時代1一頭の馬（equuめを有した

る者は，一年に三たび，当該州奉行と共に， Wormelow( V rmdlauia）に，〔其処にて開かるる】

諸郡仲間drez;hundreds）じの裁判集会において〕訴訟 （placita）じの審理〕に参加すべく，赴く

（ρergo）〔慣はし7なりき（Qniequum habebat, ter in anno pergebat cum uicecomite ad 

placita et ad hundrez ad Vrm巴lauia.〕。〔而して工餓悔玉時代〕〔領主たる〕王が狩猟（venatus)
せと

に出掛けたる時には，慣習に依りて （perconsuetudinem），各戸（domus）よりー名づっ〔勢子と

して出でコ，〔獲物をコ林中に駆り立て立往生せしむべく （adstabilitionem in silua〕赴く〔慣はし〕

なりき。（Quandorex uenatui instabat, de una quaque domo consuetudinem ibat unus 

homo ad stabilitionem in silua. 

〔4］『〔而しておなじく機悔王時代〕〔前述したる所の〕全き屋敷地（integramansura）を有せ

ざりし爾余の者たちは， C領主たる】王の当市に滞在したる時，〔王の宿泊所主こる〕領主館 （aula)

の警固(jneuuarduめに当たる（inuenio）［慣はし〕なりき。（Alijhomines non habentes integras 

masuras, inuenibant jneuuardos ad aulam, quando rex erat in ciuitate.）』

〔5J「〔而し℃おなじく働臨玉時代1ー頭の馬（caballa）もて〔領主たる王に〕奉仕 （seruio）する

所のひとりの都市民（burgensis;burgess）にしていま死亡したらんか，王は彼の馬（equus）と諾

武器（αrma〕とをくその手中に〕収むる（habeo）〔慣はし〕なりき〔Burgensiscum caballo seruiens 

cum moriebatur, habebat rex equum et arma ejus.）。〔なほ〕一頭の馬をも有せざりし者いま

若し死亡したらんか，王は，〔上記の相続上納品に代へて〕十シリング〔の相続金〕を〔その手中

に〕収むるか，或いは又C其の上に建てる〕諸建造物（domibus〕ともども彼の土地（terra）を〔その

手中に〕収なる〔慣はし3なりき（Deeo qui equum non habebat, si moreretur, habebat rex 
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:aut x solidos aut terram ejus cum domibus.）。 C又〕いま若し何びとかが不時の死に依りて

( morte pr02uentus）彼の所有物 （quesua er，仰のを追贈 （divido）するに到らぎりぜば，王は一切

の彼の財産（pecunia）を〔その手中に〕収むる〔慣はし〕なりき。（siquismorte pneuentus non 

<liuisisset qure sua erant, rex habebat omnem ejus pecuniam. ）~ 

〔6］『此れら〔 以上述べたるが如き7諸慣習こそはいま〔機悔壬時代に〕当市〔の市壁内1に居

住せし者たちの〔斉しく1保持〔 遵守〕 （habeo）したる所のものなりき，その際，市壁の外に居

住せし繭余の者たちも亦同様に〔上述したる諸慣習を遵守したりき〕，但し，市壁の外なる全き

屋敷地（integramasura）〔の保有者〕にありては〔市壁の内なる全き屋敷地の保有者が前述した

る如く〔年〕七ペンス半の地代を納めたるに対して一一前掲〔3〕参照7僅かにじ年〕三ベンス半〔の

地代〕を〔領主たる王に〕納むるに過ぎざりき。その他の諸慣習にいたりては，〔夫れらはつ〔L、ま

市壁内の全き屋敷地の保有者たると，市壁外の全き屋敷地の保有者たるとを聞はず，両者に〕共

通の（communes）ものなりき。（Hasconsuetudines habebant in ciuitate habitantes, et allj 

similiter extra murum manentes nisi tantum quod integra masura foris murum non 

<labat nisi iii denarios et obolum. Alire consuetudines errant communes.）』

〔7］『〔繊悔玉時代におい℃はコ何びとも，彼の妻（uxor）が当市Cの市壁〉内におい℃また当市

仁の市壁〕外においていまエールを醸造（braziりしたるときは，慣習に従ひてC慣習的貢租とし

て］（perconsuetudinem）十ペンスを〔領主たる王に］納めたりき。（Cujuscunqueuxor braziabat 

intus et extra ciuitatem, dabat x denarios pεr consuetudinem.〕」

〔8］『C慣悔王時代〕当市には其処に六人の鍛冶屋（Jaber）存しき。彼等は各々，彼のこ所有に

係はる〕鍛冶場Cforgia）につきてじ年〕ーベニィ〔の貰租〕をじ領主たる王に〕納め，市して彼等は

各々， E注文者たるユ玉の〔提供する所の原材料の〕鉄を以て （deferro regis）百二十箇の馬蹄

(feγra）を製作Cfaciりする〔慣はし1なりき，そのために（inde）彼等には各々，慣習に従ひて（per

consuetudinem) ［その都度〕三ペンスヒの賃銀〕が支給せられたりき。而して此れら〔六人〕の鍛冶

屋たちは爾余の一切の奉仕〈の義務］を免除せられてありき。（SexFabri erant in ciuitate, 

quisque eorum de sua forgia reddebat unum denarium, et quisque eorum faciebat cxx 

ferra d色 ferroregis, et unicuique eorum debantur iii denarij inde per consuetudinem, 

et isti fabri ab omni alio seruitio erant quieti. ）~ 

[9 ］『機悔王時代］其処〔~Hereford 市］には七人の造幣人〔monetarius） 存しき。此れらじ七

人の造幣人〕のうち一人はその〔＿，...Herefordの〕司教（e Pisco pus）の造幣人なりき，〔市して】〔一

定の年数を隔てて周期的に〕いま通貨（moneta］が更新（renouo）せられたる時には〔一一王の頭部

とその称号とを刻せる・ベニィ銀貨の表面 obvers巳のデザインが更新せられたる時には〕，彼

等〔七人の造幣人たち〕の各々は，〔当時そこに die引 ittingcentreの存したるところのロン
そ ・

ドy12）に赴きて】該の〔新しき〕打ち型（cuneis ; die）［でー鋳造貨幣castcoinならざる打造貨幣

12) Cf. D. M. Metcalf, 'The Taxation of Moneyers under Edward the Confessor and in 1086’， 
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hammered coinの表面の打ち型〕を受領（recipio）せんがために13），十八シリングを支払ひ， C再

び〕彼等が〔Hereford市lこ〕帰還（redeo）せる日より一ヶ月以内に（exeo die quo redibant usque 

ad unum mensem），彼等C六人の王の造幣人たち〕は王に対して二十シリングを納むる〔慣

はし〕なりき，而して同様に（similiteのその〔 Herefordの〉司教も亦彼の〔ひとりの〕造幣人よ

りニ十シリングを徴収するじ慣はし1なりき（Septemmonetarij erant ibi. V nus ex his erat 

monetarius episcopi. Quando moneta renouabatur, dabat quisque eorum xviii solidos 

pro cuneis recipiendis, et ex eo die quo redibant usque ad unum mensem, dabat quis-

que eorum regi x玄 solidos,et similiter hめebatepiscopus de suo monetario xx so lidos.）。

王が当市に来り（uenio）たる時には，〔六人の王の〕造幣人たちは，彼のために彼の欲するだけ

のペニィ銀貨をーーすなはち（scilicet）彼の〔所有するところの〕銀を以て（deargento sci lie et 

reg isう一一一製造(facio〕する〔慣はしつなりき（Quandoueniebat rex in ciuitat巴m, quantum 

uolebat d己nariorumfaciebant ei monetarij, de argento scilicet r巳gis.）。而して，上記の

じ王並びに司教の〕七人〔の Herefordに在るところの造幣人たち〕は，〔夫々の主君に依り譲与

せられて7彼等の裁判権（sacaet socha）を右したりき（ethi vii habebant sacam et socham 

suam）。 L而してJ王の造幣人たちのうちの何者かがいま死亡したる時には，王は，相続上納

金（relevium）として二十三シリング〔一一ポンド三シリング】をじその手中に〕収むる （habeo）〔慣

はし〉なりき，然りながら，いま若し彼が彼の財産（census）を遺贈（diuidゆするに到らずして死

亡したる時は，王は，彼の一切の財産を〔その手中に）収むるじ慣はしJなりき（Morient巳 aliquo,

regis monetario, habebat rex x玄 solidosde releuamento. Ouod si moreretur non diuis(} 

censu suo, rex habebat omnem censum.）。 C而して〕若し〔Herefordshireの〕州奉行にして

其の扉を率ゐてウェイノレズに遠征したる時には，此れらの者じ一上記六人の王の造幣人たち1は

彼〔←j十i奉行〕と行を共にする〔慣はし〉なりき。而して，いま若し行くべく命ぜられたる者にし

て〔命に背きて〕行かざりしならば，彼は，王に対して四十シリング〔二ポンド〕の補償金を支

払ふ（emendo）〔慣はL-Jなりき。（Siuicecomes iret in Wales cum exercitu, ibant hi homi-

nes cum eo. Quod siquis ire jussus non iret, emendabat regi xl solidos. ）~ 

〔10]~［働悔王時代〉同市〔－Hereford 市〕においては〔Herefordコイ白たる Haroldは，二十七名

の，他の〔一前述したる百三名の1都市民（burgenses）と同様なる慣習法を保持〈 遵守〕したる

所の，都市民を有したりき。（Inipsa ciuitate habebat Heraldus comes xxvii burgenses 

easdem consuetudines habentes quas et alij burgenses. )cj 

in Domesday Studies : Papers read at the Novocentenaη Confe1’ence of the Royal Historical 

Society and the Iπstitute of British Geogγaphers, Winchesteη 1986, ed. by J. C. Holt (Wood-

bridg巴， Suffolk,1987), p. 285, n. 22. 

13）此の時代の一般に通貨一打迄貨幣たるべニィ銀貨の表面の特定の打ち型lニ伴う特定のデザイン，ま

た斯かるデザインの周期的なる更新（recoinage）に関しては，委細l土前掲拙著『イングランド中世都

市の展開』， 53ペイヂ以下の叙述，とりわけ56～57ペイデの参照を乞う。
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口1］『〔餓悔王時代〕此の都市〔 Hereford〕よりしては，そのリーヴ、（prepositus）〔町奉行〉は，

L、ま Edward王に対して十三ポンドを， Harold伯に対して六ポンドを〔夫々慣習的貢租とし

て7納めたりき，市して〔その場合〕彼〔 リーヴ〕は，上述したる一切のJ慣習的諸責租（consuetu-

dines）を彼のファームとして〔insuo censu）〔実質的に彼自身〕収得Lたりき。（Dehac ciuitate 

reddebat prepositus xii libras regi Eduardo et vi libras comiti Heraldo, et habebat in 

suo censu supradictas omnes consuetudines. ）~ 

〔12〕『然り乍らCuero），じ餓悔王時代〕王は，〔Hereford市内における〕彼の直領地（dominium)

において三つの処罰権〔foriザactura）すなはち彼〔一王〕の平和の侵害 （injractiopacis）・家宅侵

入（heinjara）・公道上の強奪Cforestellum）〔の夫々に対する処罰権〕を有したりき。〔而して〕此

れら〔三つの罪〕の一つだに犯せる者は，彼がいま何びとの家来（homo）にてもあれ，王に対し

て百シリングじ五ポンド、〕の罰金を支払ふ（emendo）［慣はし〕なりき。（Rexuero habebat in 

suo dominio tres forisfacturas, hoc est, pacem suam infratam, et heinfaram, et forestel-

lum. Quicunque horum unum fecisset, emendabbat c solidos regi cuiuscumque homo 

fuisset.）』

以上のごとく， 1践悔王時代における我が H巴reford市の慣習法に就いて記述し来れる D.B.

は，一転して以下の如くにいま其の記述を締め括っている。

口3〕『今や（modo-1086年現在〉〔William征服〕王は， Hereford市を（ciuitatemHereford’〉

直領地として〔indominio）有す（habet）。而して其処に住ずる〔旧来のコEnglishなる都市民たち

(anglici burgenses ibi manentes）は，彼等の往時の諸慣習を（suas priores consuetudines）〔依

然として〉保持〔遵守1しをれり（habent）。然り乍ら（uero）〔新来の〕〔Norman－〕Frenchなる

都市民たちCfrancigeneburgenses）は，〔各〕十二ペンスを支払ひて （perxii denarios），上記の

三つの事柄 （tressupradictas）－王の平和の侵害，家宅侵入，公道上の強奪前掲〔12］参照

一ーを除きて〔王の〉彼等の〔一彼等に対する〕一切の処罰権Cforiミfacturas）を免れをれり。（ha-

bent quietas〕。（Modohabet rex ciuitatem Hereford in dominio, et anglici burgenses ibi 

manentes habent suas priores consuetudines. Francigene uero burgenses habent quietas 

per xiii denarios omnes forisfacturas suas, preter tres supradictas. ）~ 

[14〕『此の町〔－Hereford〕は〔1086年現在〕王に対して〔流通過程において磨滅＝減価せると

ころの通貨を鈷解＝秤量したる〕「白貨」〔candiasdenariis）の数に依りて〔 白貨にて計算して〕

六十ポンドCの慣習的貢租】を納めをれり（reddit）。【而して〕当市と， C他方〕日巴refordにて夫れ

らC荘園〕のファーム〔firmのを〔各荘園の王の代官たるべイリフ bailiffたちが支払ふところのコ

十八〔箇所］の荘園（xvni maneria）とのあひだには〔一一両者を合算して〕，〔合計〕三百三十五ポ

ンド十八シリ γグ〔の収入〕が計算せられをれり（computantur），市して〔Herefordshireの）諸

郡並びに州の〔夫々の裁判集会＝裁判所に於ける〕諸々の訴訟（placitas）〔より上がるところの罰

金その他の裁判収入が以上のもののほかに〉存す。（Heeciuitas reddit regi lx libras ad nume-
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rum, de candidis denarijs. Inter ciuitatem et xviii maneria qui in hereford reddunt firmas 

~mas, computantur cccxxxv libre et xviii solidi, exceptis placitis de hundret et de comi-

tatus.）』

D.B.の Hereford関係の記述としては，以上の〔1うから〔14］までの，同書第1巻第 179葉

表に於ける夫れのほかに，なお，同書第1巻第181葉の裏面に始まる「Herefordの教会の所領J

(Terra c.ecclesi<e de Hereford）なる節の曽頭に，いま次の如き記述が見出される。一一

〔15］『Hereford市（H.Port）におレては， Edward〔働悔〕王時代，〔1061年に就任せる〕司

教 Walter，育より少きことニ〔 九十八〕〔箇所3の屋敷地Ccηiasuraii mi仰 s）をじその直領地

として〕有しき（habuit）。此れら〔九十八箇所の屋敷地】に住せしところの者は，百シリングよ

り少きこと六シリングC九十四シリソグ〕（c solidos vi solidos minus）［の地代）をC同司教に対

し〕支払ひたりき（reddebant）。同司教〔－Water〕は又ひとりの造幣人（monetarius）を有したり

き（habebatque）。（InHereford Port T. R. E. habuit Walterus episcopus c masuras ii 

minus. Qui rnanebant in eis, reddebant c solidos vi solidos minus. Habebatque isdem 

episcopus unum monetarium.) Robertが〔「征服」以後1079年に大陸のLorraine地方より1当司

教管区（e pisco patus〕に来り（uenio）し時にはじ一一一当司教管区を司教として継承したる時には〕，

彼は，〔其処に〕六十〔箇所〕の屋敷地を〔彼の直領地として〕見出したりき（invenit）。此れら〔六

十箇所の屋敷地1に住せしところの者は，四十三シリング四ペンス〔一二ポンド三シリング四ペ

ンスの地代］を〔司教 Robertに対し〕支払ひたりき（QuandoRobertus uenit in episcopatu, 

inuenit lx masuras. Qui manebant in eis, reddebant xliii solidos et iiii denarios.λ 今や

14〕以上， D.B.よりの引用文〔2］～[14〕は，すべて此の排列阪に，前註（1のにおける引用文ヒ1］の場

合と同様，いま， D.B.第1巻第179葉表の右禰に見出される。因みに，夫れらの邦語への移植に当

っては，既引の〔前註（6）参照〕1882年の RichardJohnson編『史料集』に於ける夫れ， 同様既引の
まぎ

〔前註（2）参照J~Victoria 女王記念イシグランドナi'I史』 （ V.C.H.〕の Herefordshire の巻の第 l 巻

所収の・1908年の J.H. Roundに依るところの夫れ， さらに近年刊行せられた・ JohnMorris編

“Domesday Book”（35 vols. ; Chichester, Sussex, 1975～86）の第17巻ー‘Herefordshire’， ed.by 

Frank & Caroline Thorn, from a draft translation prepared by γeronica Sankaran (Chich-

ester, 1983）の夫れ，の以上3点における夫々の近代英語訳を参照した。なお，テクストそのものの引

用は，飽くまでも既引の1783年の AbrahamFarleyの刊行本〔前註（10〕参照〕lニ依拠して之を行う

が，その際原文における省略短縮形の正字形へのextensionに当たっては，現在Oxford大学Balliol

Collegeの所蔵する D.B.の第12世紀のひとつの manuscriptの複製本一一“TheHerefordshire 

Domesday, circa 1160 70”， reproduced by collotype from facsimile photographs of Baillio! 

College Manuscript 350, ed. by V. H. Galbraith & James Tait (Lond口町 1950)[The Publications 

of the Pipe Roll Society, Vol. lxiii, New Series Vol. xxv〕における extensionを適宜参照した。

一一後主主（17）・（21）・（22〕・く23〕に於ける場合も亦同断である。

15) Cf. E. B. Fryde, D. E. Greenways, S. Porter & I. Roys, eds., Handbook of Bγitish Chronology 

(Royal Historical Society, 1941 ; 3rd edn., 1946), p. 250. 

16) Cf. ibid., p. 250. 
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(modo-1086年現在〉夫れC一地代〕は，五十シリング〔二ポンド十シリング〕と査定〔appricato)

せられあり。〔先きに1079年〉司教 Robertが当司教管区に来りし時には，彼は，無住の俸なる

(uastas）四十ハイド〔の屋敷地〕を見出したりしが，夫れら〔四十ハイドの屋敷地〕は今〔－108()

年現在〕も依然として（ぱ仰のその俸に存す。（Modoappricatum est 1 solidos. Robertus epis-

copus quando uenit ad episeopatum, inuenit xl hidas uastatas, et ita sunt adhuc. ）~ 

以上が，我々が D.B.より直接我が Hereford市に関して拍き出し得るところの，情報の総て

である。

llI 

では，斯くのごとき Edwar・d機悔王時代から Willam征服主時代にかけての我が Herefo.rd

について，我々は此の町を一般的に如何に性格づけるべきであろうか，一一このように問題を

提起するとき，我々は，夫れが，働｜毎王時代に，既にして，事実上（defacto）一個の borough

(burguのであった，と云うことに，先ず以て注目しなければならなし、。そのことは，前掲〔1J・

[2］に現われる一一ー機悔玉に対し奉仕（seruitum）の義務を有する，市壁 （murus）の内外に居住

するところの103名の者（homines）が，いま前掲〔10］に現われる・ Harold佑一一こののち1066

年， Senlacの戦いに戦死を遂げる名目上最後のイングランド王となるべき所の Harold伯ー←

に奉仕するところの27名の者と同様に，都市民（burgenses; burgesses）で、あるとされて居ると

ころから，明々白であると言わなければならない。かくて，当時俄悔王時代， H巴refordには，

先ず第一に，王に奉仕する所の都市民130名と， Harold伯に奉仕する所の都市民27名と，合計

130名の都市民がそこに存在した訣であるが，更に我々は，前掲〔15］に現われる，餓悔王時代

Hereford市における Hereford司教の直領地に存したる98箇所の屋敷地〔masurα〉，一一此の

98箇所の屋敷地の住人たるところの98名の者も目、ま其処に無住の鐙 （vastas）なる屋敷地が全

く存しなかったと恒定して7また，疑いもなく事実上の都市民一－Hereford司教に奉仕する所

の事実上の部市民，であった，と考えることが出来るであろう。とすると，横悔王時代 Here申

ford市の deiureならびに defactoの都市民の総数は今や130名プラス98名すなわち228名と

なって，当時一般にイングランドにおいては一世帯当たりそのうちに 4.5人ないし5人を含ん

でいたとすれば18），いま餓悔王時代この町は， 1,026～1,140の人口規模を有する所のひとつの

burgus (borough）として存在して居たること，が知られるのである。

斯く働臨王時代わが Herefordがひとつの burgus(borough）であったことを知った我々は，

同時に夫れがまた決して叶eeborough，。liberburgus＜） ではなかった，と云うこと，を愛に

確認することが飽く迄も肝要である。そのことは，先ず 103名の王に奉仕する所の都市民に就

いて見るに，一一彼等のうち，市壁内に全き屋敷地（integramasura）を保有するところの者は，

17) D. B., Vol. I, folio 181 b. 

18）前掲拙著『イングランド中世都市の展開』， 295ペイヂ，参照。
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年 71/2ペンス，市壁外に全き屋敷地を保有するところの者は年31/2ペンス，を夫々慣習的地代

として領主たる王に納付したることが前掲〔3］・〔6〕に拠って知られ，その意味において，彼

等が，斯かる市壁内外の屋敷地目、ま全からざる屋敷地をも含めて〕の本来的所有者たる・領主

としての王に隷属する所の，一一一般に領民的性格を有する者であったことが，愛に確認せら

れるのである。次いで27名の Hereford伯に奉仕する所の都市民に就いては其の斯かる意味で

の領民的性格はD B の記述に拠るかぎり明示的には明らかではないが， 98名の Hereford司

教に奉仕する所の事実上の都市民に就いては，彼等が全体として94シリング［－ 4ポンド 14シ

リングコの慣習的地代を，彼等が住する 98箇所の屋敷地を全体として其の直領地とするところ

の・領主たる司教に対して納めて居たことが前掲〔15〕に拠って知られるから，彼等もまた全体

として Hereford司教に隷属する所の一般に領民的性格を有する者であったこと，は瞭らかな

る所であると言わねばならない。夫れのみには止まらない，一一機悔王地代，此の Hereford

の boroughは，慣習的貢租〔consuetudines）徴収の請負人(fimarius）としての此の町のリーヴ

(pre positus）に依って，毎年王に対するところの慣習的貢租12ポンド，伯に対するところの慣

習的貢租6ポンド，を夫々収奪せられて居たことが，前掲〔11］に拠って，いま明らかならしめ

られるのである則。

斯くして，当時此処 Herefordの都市民たちは，都市民とは言い条，未だ都市民としての基

本的なる属性たる自由民 (liberhomines）の性格を確立せしめるには到らずして，一般的に領

民的＝隷属民的性格を現わしたのであるが，夫ればかりではない。彼等は又，未だ農民的性格

すらも全面的に払拭＝清算するに到らずして，多分に是れを温存せる所の存在であったのであ

る。ーーそのことは，我々が，当時 Herefordの一般に都市民中最多数を占め，其の中枢をな

せるところの・市壁内に全き屋敷地を保有せる王の領民たる都市民の，其の領民としての奉仕

義務を具さに検討するとき，一目瞭然たるものがある。一一即ち，前掲げ】に拠っていま明ら

かなる如く，彼等は，収穫月たる 8月に，宛かも当時都市周辺の農村において一般に早期の荘

園 （manerium）の隷属農民が荘園領主 （dominus）の需めに応じて為したる‘bene-weorc’（boon-

work〕と全く挟を一つにせるところの，臨時の王に対する労働奉仕（Arbei tdienst-Bittdienst) 

-3日間の穀草の刈入れ並びに乾草積みの 1日の作業，に従事したのである加。

斯くて，以上のD.B.の記述の分析を通じて我々に明らかなるが加し当時 Herefordの都市

民たちは，一般的に領民的＝隷属民的性格を有していた訣であるが，夫れと共に，彼等が一面

において彼等の領主たる者に対していま軍事的なる義務に服していた事実も亦，彼等Hereford

19）此の口1］の記述の分析に当たって，我々が本文に述べたるがごとくに為すことに就いては，拙著の

『イングランド初期経済史の諸問題」（山川出版社， 1978年〉所収の第五篇「Firmarii考J，並びに

第七篇「FirmaComitatus 致」の両編を是非とも参照せられることを希望する。

20〕拙著『イングランド封建制の形成』（御茶の水書房， 1959年，新版1977年〉，第四篇「‘Recti tu dines. 

Singularum Personarum’雑考」， 208,210, 218, 221～3ペイヂ，参照。
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都市民たちの特殊的性格として我々の是れを看過し得ない所である。而して，まさに此の点に

こそ，我々は，当時此の boroughが客観的に置かれていた情況一一夫れが異民族Welshとの

あいだの frontierを繰る不断に厳しい対立関係の真只中に存在した情況，を反映せるところの

此のboroughの勝れて軍事的なる性格の存する所以を認識し得るのである。

すなわち，我々は，前掲〔 3］に拠って，当時 Herefordの市壁内に全き屋敷地を保有せる王

に奉住する所の都市民は，斯くのごとき奉仕的義務のーっとして，王に依って貸与せられたる

「馬匹の賃借料として J(ad locandos caballos）年額4ペンスを各々王に対Lて納める者一一常時

一頭の馬を占有＝用意せる所の者，であったことを知り得るのであるが，斯くのごとき，前掲

(5〕に謂う所の「一頭の馬（caballa）もて奉仕sauio）する所のひとりの都市民（burgensis）たる者」

がいま死亡したるときは，〔彼が生存中王に依って貸与せられていた7「伎の馬と諸武器j(equus

et arma eius）とは，愛に再び夫れらの本来の所有者たるところの王の手に復帰（revert）したの

であって，斯かる当時の Herefordの一般に都市民中最多数を占め其の中枢をなせるところの

・市壁内に全き畳敷地を保有せる王に奉仕する都市民は，その限りにおいては，一面いま戦士

(warrior）たる性格を有し，一旦緩急あらば直ちに Welshとの国境紛争に出陣し得る用意を常

時有する所の者たちであったのである。

なお，このことと関連して， D.B.のHerefordshire州に関する記述中には，いま直接Here-

ford市に関して上掲〔1〕～口町のごとき記述が其処！と存するのみに止まらず，間接的に Here-

fordの都市民が其処に出で、来たる，次のごとき三つの，本来当州の地方農村の荘園に関する所

の記述の存することが，まと注目せられる。

其の第ーは， D.B.の第1巻第179葉裏の「王領」（TerraRegis）に関する記述中のWinstree郡

（協TimestrvilHundret）の Marcle(Merchelai〕村に関する記述においてである。

〔16〕『Herefordtこは，〔1086年現在〕此の〔王領］荘園〔の領主7に対して，十八台の有輪翠の

竿頭（socus carrucis ; plough share）〔に相当する金額の地代〕を支払ふところの，四人の都市民
~l) 

存す。（AdHereford' sunt iiii burgenses huic manerio reddentes xviii socos carruc1s. ）~ 

而して，其の第二は， D.B.の第1巻第 186葉表の「Alfredof Marlboroughの所領」（Terra

Alvredi de Merleberge）に関する記述中の Cutsthorn郡（Cvtestorn Huηdret）のBurghill(Bvr-

gelle）村に関する記述においてである。

〔17］『Herefordにおいては五人の都市民，【1086年現在7此の【Burghillのつ荘園L領主〕に対

する五十二ペンス〔一四シリング四ベンス〕〔の地代〕を支払ふ。（InHereford’v lコurgenses

reddunt huic manerio lii denarios.）」

最後に，其の第三は， D.B.の第1巻第185葉去の「Henryde Ferrersの所領」（TerraHenrici 

de Ferieres）に関する記述中のGreytree郡（Greitrewes Hundret）の（Priors)From己（Frame〕村

に関する記述においてである。

21) D.B., Vol. I, folio 179b. 
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【18〕『而して〔1086年現在］ Herefordに在るひとりの都市民，〔此の From巴の荘園領主に対

Lて〕十二ペンスヒ一一シリング〕〔の地代〕を支払ふ。（etunus burgensis in Hereford reddit 

xii denarios.）』

以上の如きものである。

我々は，此れらの記述の内包するところをいま如何に解すべきであろうか。

嘗て F.W. Maitlandは，その研究史上画期的なくドゥウムズデイーブクと其の彼方〉所収の

第一論文の最終章において， D.B.における1086年現在の boroughに関する記述を具さに検討

したる結果として，当時の borou前内部の土地保有（tenure）に関してそのもeterogenuity’な

るものを主張し，特定の boroughの町屋敷〔townhouse〕は屡々当該州内にひろく分布せると

ころの荘園に個別に所属（attach）せLめられて居り，斯かる形において特定の荘園の領主の本

来所有に属する町屋敷を占有するところの都市民を当該borough内部に維持（keep）すると云う

ことは，いま荘園領主にとって当該 boroughを城塞として固める（fortify）ベき彼の王に対す

る義務を誠実に果たすことを意味したのであって，斯かる地方に於ける荘園といま結び付け

(connect）られている都市民は当該荘園の領主に成り代って常時当該 boroughの市壁を修復＝

維持すべき所の義務含有したのである，と云う意味のことを主張したU)owして，此の・ bor-

-0ughに関するいわゆる‘garrisontheory’は，其の後彼の忠実なる弟子の AdolphusBallard 

に依って些少の修正を加えて祖述せられ，熱烈に支持せられたのである25）。

然しながら， ］.H. Round t土，前引の V.C.H.における彼の D.B.のHerefordshire州に関

する記述の近代語訳に前置したる共の序説－＇ Introductionto the Hereforせ Dom巴sday’におい

て，上掲[16〕～［18〕のDB.の記述を以ていま Ballard流の boroughに関する‘garrisontheory’ 

の妥当性を根拠づける所の記述と解釈することを，飽く迄も拒否しているお〉。即ち，彼れRound

は，斯くのごとき D.B.の Herefordshireに関する記述に現われた三つの記載は， Ballard流

の‘garrisontheory’の視点よりして borough内部の若干の屋敷が当該：j十｜に於ける在地の土地財

産（therural properties in the county）の若干のものとのあいだにいま「或る穫の関連」（acer-

tain connection）を有することを実証する所のものでは決してなく，夫れらの記述は，唯単に

此の Herefordの町が当時如何に大いなる軍事的重要性を有したるかを示して居るものである

となして，次のように日って居るのである，一－~若しままに当時如何なる他の町にも増して，

22〕D.B., Vol. I, folio 186. 

23) D. B., Vol. I, folio 185. 

24) Frederic William Maitland, Domesday Book and Beyond : Thγee Essays Z托 theEarly Histoり

of England (Cambridge, 1897 ; Reprinted, 1907), pp. 129-91, especially, 189-91.なお，此の点

に関して，鵜川馨「中世都市クPロスター」（イギリス中世史研究会編『イギリス封建社会の研究J(1J1 

川出版社， 1970年；第2別， 1975年）， 228～9ペイデ，参照。

25〕AdolphusBallard, The Domesdsay Boγoughs (Oxford, 1904〕， pp.11～35 ; ibidem, The Domes-

day Inquest (London, 1906 ; 2nd edn., 1923), pp. 176～8. 
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一つの要塞〔garrison〕，一つの市壁〔wall）を必要とせるところの町があったとすれば，その町

こそは rl:crefordであった。「征服」以前も以後も， L夫れ：U要塞堅田に固められていて3 ひと

たびC敵兵のユ乱入ヒ＝破壊7する所とな勺ても，また新たに一一此の町に関するD.B.の記述に

おし、て特筆せられている一一市盛に依っていま要岩屋固に固められた左こるの，一つの Viアelsh

lて対するとAη：gloSaxcnのつ恒常的なる砦（astanding bulwark against the Welsh）［であり〕，

我々が活ける要塞制度（thegarrison system in operation）をまのあたりに見出すことを期待し

得るとすれば，そのような場所こそはまさしく此の Herefordを拾いて他には存在しないので

ある。m』と。

では，我々白身？土いま如何なろ立場を持すべきであろうか。一一筆者は，大手j；において，此

処 Herefordshireに関する限り， Roundの見解に興したし、と考える。と云うのは，其処にお

しfこは，よ述のζとき Herefordなる borough内部における屋訟地と当mにおける「在地の土

地財産（竺荘園領〉」とのあいだの「或る積の関連」ば，何と言っても断片的＝部分的にかぎられて

躍り，一般的＝必然的に斯かる関連が存在して居る，とは決して言レ賞品、からである。実際，

'garrison theory’O熱烈なる信奉者たる Ballard自身，こと Herefordに関しては，斯かる＇ gar-

rison system’の存在lこ就いては明示的には何も述べる所がないのである28）。寧ろ，我々とし

ては，此の‘garrisontheory’の提唱者と目されている 1.faitland自身が，「州、lの在地の土地財

産！とのあいだの「或る種『の関連Jを全〈書量れて， DB.における『Herefordの都市民たちは鴇闘

者であった（Herefordburgesses were fighting men）」と言って，腎る29）と左に，此の際却って

注目しなければならないと思う省である。

以上，「在服＿！］：，＼前働！寄主時代史於ける我が Herefordの都市民たちの一般的性格一一俊等が

いま領民的隷属民酌性格を具有すると同時にまた一面において戦士的性格をも併せ有したるこ

とを析白しつつ，我々の叙述は，いつしか機悔玉時代をはなれて「征服」以後に互に D.13.成

立時点における此の boroughの軍事的性秘の国明にまで及んだ。此処で我々はふたたび「征服」

以前の駒臨王時代における此の boroughの考察に立ち帰ることにしよう。

さて，横悔玉時代， Herefordlこは，そこに，前掲〔7〕に依り示されて居るごときエール醸

i以brazio）業，前掲［ 8江に依り示されて居るごとき鍛冶昆Cfabeめ議， と云コ二勺の手工主主の業

種が認められた。とのろち，前者は，当時この boroughの市壁の内外iこ宣って居住せる左ころ

の都市民の妻女たちに依って一一「征服」以後の全中世時代を通じて屡々見られたごとくに営ま

れた，経済史学的にはL、ま「家内仕事一i(lfauswer k）の範時に帰属せしめられる所の手工業生産

26〕J.H.Round，‘Introduction to the H日refordshireDomesday’， in V. C.H., Herefordshiγe, Vol. 

I, pp. 296 f. 

27) Round, Zoe. cit., p. 297. 

乙8)Cf. Ballard, The Domesday Boroughs, pp. 14～16. 

29) Maitland, op. cit., p. 199. 
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を表わして居るのであるが，夫れに対して後者は，注文者〔 消費者たる王〕からの原材料［－

鉄 ferrum】の提供を倹って自己の所有する所の労働手段［－鍛冶場 forgia］を以て馬蹄Cferra)

のごとき手工品の製作(factitatio）に従事して， 当該製作に費やせる労力に対する ・Bucherの

謂う所の特殊＝個別的なる報酬（spezieller,individueller Engelt）一一取りもなおさず「賃銀J

(Lohめを受け取り，夫れを以て彼の所得〔Einkommen）となすような，そのような生産者（Pro-

<luzent〕に依って蛍まれる所の，経済史学的にはいま「賃銀手工業J(Lohnwerk）として規定せら

れるべき所の手工業生産を表わしたのである 30）。但し，その場合，斯かる賃銀手工業者として

当時機悔王時代当 Hereford市に居住したところの 6人の鍛冶屋たちが，未だ本格的に中世的

な自由独立の小商品生産者には非ずして，当時彼等以外の王に奉住せる所の都市民と同様に，

領民的隷属民的性格を有したることは，彼等が王に自らの所有に係わる労働手段たる鍛冶場ご

とに Iベニィの貢租を支払わねばならぬ義務を有する者たちであったこと，一一而して彼等が

王の提供する原材料の鉄を以て王の需要する所の鉄製品の製作に従事する奉仕的義務をいま履

行する限りにおいて，彼等は言Jli余の一切の玉に対する奉仕的義務を免除ぜらるべきことが特記

せられて居ること，から今や明々白々である，と言わねばならない。

次に，我々は，前掲〔 9Jに依って示されて居るごとく，機悔王時代，此のboroughには，其

処に 7人の造幣人（monetarius）ー←6人の王の造幣人とひとりの司教の造幣人とが，存在して

居たことを知り得るのであるが，いき此のこ 9〕の記述ば，我々は是れを苦干の部分に分って，

斯かる部分ごとに考察するのを便宜とする。その第一は，当時の鋳造貨幣ならざる打造貨幣た

るところのベニィ銀貨の表面（obverse〕のデザインがし、ま一定年数 2年ないし 3年を経過す

る毎に周期的に更新（verto）せられる，所謂‘recoinage’に際して， 6人の王の造幣人とひとりの

司教の造幣人とのそれぞれが対応すべき仕方を規定せる所の部分である。すなわち，彼等7人

の造幣人たちは，斯くの如き通貨更新が行われる共の都度，新しいデザインのベニィ銀貨表面

の打ち型（cuneis ; die）を，当時斯かる打ち型制作（diecutting）の中心たりしロンドンに赴いて

手に入れ，之が代価として18シリンクゃを支払ったのであるが，そのうえになお彼等は， Here-

fordに帰来せる其の日から起算して一箇月以内に，王の6人の造幣人たちは王に対して夫々20

シリングー1ポンドを，司教の造幣人は司教に対しておなじく 1ポンドを， feeとして納めな

ければならなかったのである。斯かる慣習法的規定の裡に，我々は，いま，当時この borough

において王並びに司教の造幣人が置かれていた客観的状況を，一一一彼等が当時王並びに司教に

対して財政上臨時の所得（afinancial perquisite）をもたらすべき存在であったことを，明らか

に認識し得るのである31)。次に，第二~：：：：.，前掲〔 9 Jの記述に現われた茎礎的事実として我々の

銘記すべきことは，一一尤も此のことは明示的にはi単に王の 6人の造幣人に関してのみ現われ

30）なお，貨銀手工業に関しては，前掲拙著『イングランド中世都市の展開』， 325～6ペイヂを参照せ

られたい。
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て居るに過ぎないが一一彼等造幣人がその本来の社会的経済的性格においては執れも一個の中

世的な手工業生産者，それも，先きに我々が前掲［ 8］の記述において是れを見たる所の此の町

の鍛冶屋同様，其の生産物の需要者？とる者の提供に係わる原材料を以て生産に従事するところ

の手工芸生産者，であったと云うこと，是ましである。然しながら， Herefordの王の造幣人の場

合，此処に注目せらるべきは，彼等は，王が当市に来りたるとき，王の提供するととろの地金

(bullion）たる銀を以て，王の所望するだけのぺニィ銀貨を製造〔facio）したのであるが，その

際，彼等は，一般の賃銀手工業（Lohnwerk）の場合に於けるとはこと変わり，先きに我々が見

たる此の町の鍛冶屋が壬の提供に係わる原材料の鉄に依って営めるところの生産労働に対しそ

の報部l!(Entgelt）として銀貨3ペンスを与えられたと云うが如きことは決してなかった，と云う

こと，是れである。即ち，彼等の造幣労働は，飽くまでもいま無償の奉仕活動に』まかならなか

ったのである。而も，彼等の義務は斯くの如き造幣労働に止まるものではなかった。前掲〔 9〕

の記述の末尾部分に依って我々に明らかなる如く，彼等は，いま王の代官としての当日巴reford-

shire 1十lの州奉行（vicecomes ; sheriff）がひとたびウェイルズに対して軍事行動を起したる暁に

は，州奉行の率いる軍に随行するところの義務を有し，若しも此の命令に服従せざるときは，

そのような造幣人は王に対して40シリング－2ポンドと云う主少なからざる額の補償念を納めね

ばならなかったのである。一ーその場合，王の造幣人たちが升｜奉行の率いるウェイ yレズ遠征軍

に従ったのは，来たして一部の Herefordの都市民たちのように仁前段〔3］並びに［ 5］のD.B.

の記述部分の分析箇所，参照］'fighting men＇の資格においてであったか，夫れとも飽くまでも

造幣人としてであったか，は，いま前掲〔 9Jの記述の文面からは必ずしも分明ではなし、。然し

ながら，最近或る古銭学者（numismatist）の研究せる所に従えば，後者であった possiblityが

極めて大である，と云う，そうして，其の根拠として，夫々その打製（striking）の場所がウェ

イルズ地方の Abergavenny,Cardiff, St. Davidsの各地であることがいま夫れらの裏面（re-

verse）の銘文（inscription〕に依って確かめられ得る・後世の征服王の名の夫れらの表面（ob-

verse）に刻されて居るところのベニイ銀貨，一一一而もその場合，「征服」以後も征服王に依って

重用せられたAngloSaxonの造幣人的）なる事が明らかなるところの .JElfwinede Turreなる名

の執れも夫れらの表面に夫々の打製地と共に刻されて居るところのペニィ銀貨，が，出土して

いる事実が挙げられて居るのである33）。筆者は，かつてWessex王 .JEthelstanの時代主がNorth

Welshの首長たちをl比処 Herefordに召集して，王に支社7する忠誠を誓わしめ毎年300ポンド〔亘

量1の銀を献上せしめたる故事じ前段， 115ベイヂ参照〕を想起し，旦つ軍事的行動には常に必然

31〕Cf.H. R. Loyn，‘Boroughs and Mints, A. n. 900～1066’， in Anglo-Saxon Coins: Studies present命

ed to F. M. Stenton on the occasion of his soth biγthday, ed. by P. H. M. Dolley (London, 

1961), p. 125. 

32）前掲拙著『イングランド中世都市の展開~. 318ペイヂの記述，並びに322ベイデの註（539），参照。

33) Metcalf, 'The Taxation of Mon巴yersunder Edward the Confessor and in 1086’， p. 287. 
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的に随伴するところの軍需品の現地調達の所要一一臨時の野戦造幣所設置の所要を考えるとき，

王の造幣人たちがウェイルズ遠征に参加したのは，彼等の本来の資格一造幣人としての資格に

おいてであったことの probalityが頗る大きいとする者である34）。而して，斯くのごとく種々

なる義務を王に対して帯びたる王の造幣人たちの其の隷属的性格は，また，前掲〔9〕の記述中

に，彼等のうちの一人がL、ま死亡したるとき，その者の財産（census）を相続せるところの遺族、

は，王に対して23シリングー1ポンド 3シリングの相続上納金（relevium）を支払わねばならな

かったこと，若しいま或る王の造幣人たる者が其の財産を遺言に依って遺贈（dividめすること

なく思したるときには，王は，彼の一切の財産を没収する慣わしであったこと，が，明記せら

れて居ることに依っても，瞭らかなる所であると言わなければならない。

併しながら，愛に，我々の決して看過することを許されない一事がある，一一夫れは，此の

Herefordの造幣人に関する前掲〔 9］の記述の一部には，そこに，一点の疑義をも容るる余地

なく，当時この町に在ったすべて 7人の造幣人一一6人の王の造幣人とひとりの司教の造幣人

は，執れも夫々の主君に依って裁判権（saca et soc ha）を行使することを認められていた（hivii 

habebant sacam et socham suam）ことが，明記せられて居る事である。此の・一般に領主権

(lordship〕と直ちに結びつくのが法制史学の常識であるところの・裁判権（jurisdiction）を，言

って見れば夫々がL、ま主人持ちであるところの・王の造幣人と司教の造幣人とが各自有したと

云うこと一一，このことを我々はL、ったL、如何に解したらよいであろうか。此の Herefordの

造幣人が一般的に有したと D.B.の伝える所の裁判権に関しては，管見の及ぶ限り今日迄にお

いて，如何なる先学も是れに正当なる注意を払って居ないものの如くであるが，いま筆者の仮

説的見解を敢えて披露するならば，凡そ次の如きものである，一ーもともと造幣人（mcnetarius;

mon巴yer）なる者は，前述したるごとく，その社会的経済的本質においては，飽くまでも一個の

生産者（producer）一中世的手工業生産者二職人（craftsman）なのであるが，然しながらいま愛

に注意すべきは》monetarius《なる名辞は中世時代においては一つの‘officialtitle，を表わしたの

であって，当時都市の住民一都市民中比較的多数の保有地〔＝屋敷地〕を有して相対的に富裕な

る階層一金細工師（aurザaber〕の一部の者に対して通貨打造の業務を王なり可教なりが委託せる

ところの一一ーその意味においては一つの官職地位（o自cめを有したる者を表わし，そのかぎりに

おいて彼等造幣人は一面において官僚的性格を具有したのである。而して，斯かる彼等は，抑

抑本源的には通貨打造なる手工業工程に携わるところの一企の親方職人（magister monetarius) 

として，元来配下に彼の仕事を補助すべきところの一一後世の journeym巴n,apprenticesに

当たる者を擁して居たことと想われるのであるが，彼等は，斯かる彼等の従属者に対して一一

夫れらの者の・彼等の通貨打造の公的任務遂行の妨げとなるべき何らかの非行に対して，いま，

限られたる範囲内において一一王あるいは司教の一般に領主裁判権（seigniorialjurisdiction) 

34〕Cf.H. R. Loyn, Anglo-Saxon England and the Norman Conquest (London, 1962), p. 125. 
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に抵触せざる限りにおいて，裁判権を行使することを容認せられていた，一ーその限りにおい

ては，彼等自身王或いは司教の領民的存在たりし造幣人たちは，言わば探似領主（pseudo-lord) 

の相貌を呈したのであるおにと。

ともあれ，儲悔王時代 Hereford市に上来見て来たように造幣人が存在したることを認識す

ることに依って，我々は，愛に，たとえ Herefordに関する D.B.の記述において市場（merca-

tum）に就いての如何なる明示的言及をも寛に是れを見出し得ないとしても，当時機悔王時代

に此の町において何がしかの程度において局地的なる商品交換＝商品流通の過程が既に進行し

つつあったことを，如何にしても推定しない訣には行かないのである加。

最後に，前掲口2〕の記述を見るに，其処には，既に前掲〔11〕の記述に依って我々に明らかな

る如く，此の市のファーマア〔firmarius）たるリーヴ（ρrepositus）が12ポンドを王のために慣習

的貢租として徴したる所の 当市に於ける Harold伯の夫れには非ざるところの王の直領地

(dominium）において， Edward王は，王の平和の侵害〔injractiopacis），都市民の家宅への不

法侵入（heinfarα〉，公道上に於ける強奪〔一追剥］， と云う， 三つの犯罪に対する処罰権〔Joris-

factura）を有したること，一一斯かる犯罪の一つをいま犯せる所の者は，彼が本来何びとの家臣

(homo〕であろうとも，王に依って100シリングー5ポンドとし、う並はずれて重い罰金を科せら

れるべきこと，が述べられて，愛に， D.B.の機悔王時代に於げる我が Herefordtこ関するとこ

ろの記述は，いま前掲［15］の記述 其処にはその記述の一部に働悔王時代当市においては上

記の如き王の直領地 ・Hereford伯の直領地のほかになお Hereford司教の Walterなる者の直

領地の存したることが述べられているーーを除いて，ひとまず完結して居るのである。

夫れでは，斯かる機悔王の時代を過ぎて，今や「征服」以後， D.B.成立の時点 1086年現在

においては，我が Herefordは如何なる様相を呈したで、あろうか。

先ず，前掲〔13〕の記述を通して，我々は，我々の Herefordのborough(burgus）において，

「征服」以後，そこに二つの顕著なる変化の生じたることを認め得る。其の第ーは，当然、の事な

がらかの Senlacの戦いに敗死したる日巴reford伯〔一王〕の直領地が今や此の boroughからは

消失して旧機悔王の直領地とともに新たに征服王の直領地の一部に吸収せられて居ること，其

の第二は，一般的に此の boroughの王の直領地に居住する所の都市民（burg巴sses; burgenses) 

が分化して，従来からの Anglo-Saxon系の夫れ（anglici burgenses）のほかに，新たに大陸より

移住し来れる Norman-French系の都市民Cfrancigeneburgenses）が其処に現われて居ること，

以上である。而も，その場合に注目に値いするのは， Anglo-Saxon系の都市民には，我々が先

きに前掲〔12〕の記述を検討したる際是れを確認したる所の，かの三つの事柄（tressupradictas) 

一一王の平和の侵害，家宅侵入，公道上の強奪一一ーに対する王の処罰権（Joriミfacturas）に服す

35）前掲拙著， 103～110,190～192ペイヂ，および322ペイヂの註〔540〕，参照。

36）一般に造幣所（moneta;mint〕の存在 造幣人の造幣活動と，局地的なる商品交換＝商品流通の

展開と，此の両者の必然的な関係については，前掲拙著の第XXI節及び第XXII節を参照せられたい。
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ることをその内に含めて，俄悔王時代に彼等 Anglo-Saxon系都市民たちの祖先に夫れらの遵

守が要求せられたところの往時の諸慣習 （priores consuetudines）の遵守が今猶依然として要求

せられて居るのに反して，新来の NormanFrench系の都市民たちは，今や各自12ペンスの比

較的軽微なる金額を支払うことに依って，前記三つの事柄を除き，王に依るところの一切の処

罰権の適用を免れ，此のboroughのAngloSaxon時代以来の伝統的な諸慣習を遵守することを

免除せられて居るのである。一一此の事は我々に依って確と銘記せられねばならない。

因みに，我々は，前掲〔15〕の記述に拠って，「征服」以後においても此の Herefordの bor-

oughには其処に依然として如上の主の直領地以外に司教の直領地一一一 1079年大陸の Lorrain巴

地方より前出 Walterの後任者として赴任し来れるところの Hereford司教 Robert〔1095年ま

で在職1の直領地一ーの存したることを知り，且つ斯かる司教の直領地にはいま1086年現在，

総計50シリング 2ポンド 10シリングの慣習的地代を司教〔 Robert〕に支払う，合計60箇所

の屋敷地 （masura）を保有するところの，全部で60人の者〔 都市民〕の存したることを知るの

であるが，然、し乍弘前述したる Herefordにおける主の直領地に存したる所の・AngloSaxon 

系並びに NormanFrench系双方の夫々の都市民の数に関しては 先きに我々が見たる餓悔

王時代の此の Herefordの都市民に関する場合とは異なって〔前段122ベイヂ，参照］ D.B.には

その記述を全く欠いて居るために，王の直領地と司教の直領地とをいま合わせて， 1086年現在，

全 Hereford都市民の総数が幾ばくに達するか，我々が是れを算出＝確定することを得ないの

は，真に残念である。

次に，前掲〔14〕の記述は，我々 に，「征服」以後， 1086年現在の時点において，我が Her巴ford

の boroughが，主に対して，「白貨」（candias denariis) 流通過程において磨滅し、減価した

るところのベニィ銀貨をいま鐙解・秤量したる に依って計算して60ポンドを，慣習的貢租

( consuetudines）として いまファーマァ Cfirmarius）としての此の boroughのリーヴ（ρre

positus）を介して此の boroughのファーム （firma〕として， 納入して居ることを， 明らかな

らしめている。而して，此の点は，我々が既に前掲〔11〕の記述の分析を通じてひとたび是れを

確認したるところの， 曽て餓悔主時代において此の boroughが其のファーマァたるリーヴを

介して其のファームとして王に対し12ポンド一一但し此の場合の12ポンドは「白貨」ならざる一

般のベニィ銀貨の名目的価値においてではあるが一一ーの慣習的貢租を納入したることを愛に想

起するとき一一ひとしく王の直領地と言っても働悔王時代の夫れと征服王当時の夫れとのあい

だには其の広表においてのみならず恐らく其の扶養する人口数においても其処に大いなる逗庭

が存したことであろうから，いま単純に12:60ポンドとして比較することは決して許されない

ことではあるにしても一一兎にも角にも一般的には今や「征服」とともに此のboroughが従来も

王権に対して有して来たところの伝統的なる従属的関係がまた一段と強化せられたと云うこと，

このことを明示て居ると思われるのである。

さらに，おなじく前掲〔14〕の記述は，このことと関連して，此の H巴reford の boroughの
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ファームばかりでなく，是れと，いま此のboroughにおいて夫れらの荘園のベイリフC荘司〕た

ちに依り納入せられるところの・ Herefordshire 111内18箇所の王領荘園より上がるファームと

此の両者の額を合算するとき，およそ王に納入せられるところのファームの総額は， 1086年現

在 335ポンドと云う治大なる訟；値を示すよ二と，その際，なお，此の Herefordshire州の諸都

(hundreds）の裁判所（courts〕並びに比の州（county〕の裁判所に於ける罰金収入その他の王の

裁判権に基づくところの・全収入が上記のファームの額に更に上乗ェ加算せせられること，を

明らかならしめて届るのである。

N 

Norman Conquest 〔1066）以後においても，「征服J以前がそうであったように，此処一一中

部イングランド西部の一介｜の Herefordshireは，依然として其の西方の果敵たる異民族 Welsh

の執劫なる襲撃・侵入に絶えず悩まされ続けた。然し， その州都の Her巴fordが，いまイング

ランドの一国史的な発展との関わりにおし、て大きくクロウズーアップされてくるのは，「征服」

の第11世紀を過ぎて第12世紀に入り，その中葉 Norman王朝最後の王 Stephenの治世（1135-

54）においてである。

即ち，かの Domesdayア Bookの成れる翌年， 1087年，征服王が Normandie公としての彼の

大陸に於ける封建的主君一フランス王 PhilippeI (r. 1068～1108）と突戦中奇禍に遭い， Nor-

man die公園の首都Rouenに習するや，「描ら頑の」WilliamII (Rufus, r. 1087～llOO〕，さら

には HenryI (r. 1100～35）と， 征服王の第三子，第四子が相次いでイングランド王として立

ったが， 1135年 Henryが男調理嗣なくして残すると，忽ちにして王位を繰る紛争を生じ，一－

Henryアの生前指名せる・彼の娘にしてその前夫神聖ローマ皇帝 HeinrichIV (r.1056～1106) 

と死別後フランスの一大名 Anjou伯（Comtede Anjou）の Geoffroi(r.1129～51)と再婚してい

たMatilda(Em press〕を排していま， Henryの妹たる AdelaCt 1137）の嫁せる・おなじくフヲ

ンスの一大名 Blois伯（Comtede Blois) Etienn巴（↑ llOl)の第三子たる Stephen, イングラ

ンド王を倍称するに到るや，ままに此の両人の敦れか一方に左担する・高位聖職者を含む諸侯間

の以後凡そ 18年に五る内乱の勃発を見ることとなったのである。その場合， Henry Iの庶子

にして Matildaの呉母兄に当たるところの・ Gloucestershire州の Bristolをその本拠地とする

Gloucester伯 Rodertがし、ま公然 Matilda支持を表明するや， 1138年の復活祭以降，イング

ランド西部の・ Gloucestershire,Herefordshireなどの諾州の有力なる諸侯は是れに応じて挙

って Stephen に抗するところの叛乱に起ち上がり，夫々彼等の城郭な王軍の進撃に備えて要

塞堅固なるものたらしめることに専念するに到ったが，斯かる者の一人として此処にGeoffrey

Talbotなる者があり，一一←いま，「征服J以降ほぼ其の残年の 1141年に至る此の時代の歴史に

就いて， Stephenに興せる立場から一同時代人としての証言を遺して届るところの，もとNor-

mandieの St.企vroul僧院の修道僧 OrdericusVitalisに従うならば，彼れ Talbotは，率先
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して H巴refordの町を占領，其処に［彼の破廉恥きわまる共犯者ども」（scelerosis com plici的 sad 

nefas）を集結して Stephen王に対する叛乱を組織したのである37）。

時に Herefordの東南 Gloucestershireの州都 Gloucesterに在って此の事を聴し、たStephen

は，直ちに親しくJltの「EnglishよりWelshを分つ左ころの・Wyeの河畔の町」 （urbsqua:抑 per

Guaiam fluuium inter Anglos et Gaulos coLlimitanea erat)Herefordに赴き，是れを包囲した

のであるが， Stephenは， Herefordの都市民たち （ciuibus）また其の周辺の Herefordshireの

州民たち（pr，仰 incialibus〕に依って彼等の正統なる主君（naturalis dominus）として迎え入れられ，

斯くて彼は Talbotの占拠して防備を強化していた所の Hereford城を難なく攻略することを

得， Talbotを駆逐して城内に残れる繭余の者たちを慈悲深く （misericorditer）助命（pareめした，

と云う 38）。

此の事に関しては，また，一一当時StephenIこも Matildatこも興せず比較的公平なる立場を

持していた所の・ OrdericusVitalisとほぼ同時代のいま一人の年代記作者一ーもと Hunting-

don(H unts.）の大司祭（archdeacon)Henry of Huntingdonは，次のようなことを述ベて居る。

即ち， Talbotは Hereford城を4週間ないし 5週間に立って持ち堪え，其の間当市の聖母マ

リア教会において仁彼の強請にもとづき］王冠を授けられて，たびたび全面各地に王としての彼

の尊厳に手向かう一切の敵どもを制圧せんがため兵士どもが彼に助力すべく来援ぜんことを求

めるところの勅書を送ったこ左， Stephenの Hereford城包囲中，反乱者たち〔－Talbotの

躍下の者たち〕は当市に火を放ち，ために王の眼前において Wye河に架かる橋より下流の町の

すべてがし、まや灰憧に帰したこと，そのことがあって間もなく，械の守備兵たちは王軍の兵士

たちの大多数と仲良くなり，条件付で降伏するに到ったこと， Stephenは，彼が憐れみの心の

持主であり・且つまた平和を愛する者で、あったがゆえに，降伏せる敵たちの何者をも傷付ける

ことなく，彼等が何ら処刑せられずに当地を立ち去ることを許したこと，次いで， Stephenは，

仁彼のHereford到着以前に〕Herefordを脱出したるところのTalbotの今や拠れる〔Hereford北

西約 10マイルの地点、に在る〕Weobleyの町を占領したこと， じこのときも王の逮捕を免れた〕

Talbotは，王の立ち去ったあとの Herefordの町にじ1138年の〕6月15日木曜日ふたたび立ち

戻り，このたびは Wyeの川向こうの近郊一帯を焼き払って，彼の仲間の 7～8人の Welshを

37〕 Ordericus Vitalis, Historia JEcclesiastica(A. n. 1-1141), Liber XIII, 37：一一一Inprimis enim 

Goisfredus cognomento Talabot Herfordam urbem inuasit, scelerosis complicibus ad nefas 

aggr司 atisin regem rebellauit. [The Ecclesiastical Histoγy of Orderic Vitalis, ed. by Marj orie 

Chibnall (6 vols. ; Oxford, 1969-SO)[Oxford Medieval Texts], Vol. VI, pp. 518 f.] 

38) Ibid., Liber XIII, 37：←ーIpsein primis Herfordam urbem 明記 superGuaiam fiuuium 

inter Anglos et Gualos collos collimitanea erat obsedit, et a ciuibns atque prouincialibus ut 

naturalis dominus gratanter susceptus oppidum cepit, et Goisfredo Talabot fugato aliis qui 

intus erant misericorditer pepercit. [The Eccl. Hist. of Orderic Vitallis, ed. by M. Chibnall, 

Vol. VI, pp. 520 f. & n. 3〕
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喪って此の町を退去したこと，などを述べて居るのである制。

而して， Talbotは， Hereford退去後，いったん前出 Gloucester伯の Robertの根拠地たる

Bristolに難を避けたが，翌年一1139年，彼は， HenryIの旧臣にして Matildaに奥せるところ

のMilesof Gloucesterの協力を歳ち得て，ふたたび Herefordの攻略に成功した40）。いまその

間の消息に就いては，一ーもと Florenceof Wore ester 什 1118）の名？と依って知られる・ 1117

年に至る迄の「諸年代記抜粋」（Chronicaほ chronicis）の続編〔continuation）の一つである1118

～40年の夫れの作者Johnof Worcester i土，同時代人として次の様に詰って居るのである。即

ち， Talbot派の者たちは， Herefordの城郭に侵入すると同時に，此のg¥Jの或る意味で中心を

なす修道院 St. £Ethelbert僧院のみかは聖母マリア教会にすら杭！入して41＞，彼等の馬を宛か

も厩に入れるが如くに教会に乗り入れ，教会の外なる墓地を貫いて壕を通ずることに依って信

者たちの遺体を無残にも掘り出して了った。当教会の監督者一司教Robertde Bethune (1131 

～48〕は此のことに痛く狼狽せしめられたが， 夫れは総ての聖職者たちにも亦通ずることであ

った，云々と42）。しかして，なお，此の Stephenの配置せる Hereford城守備隊のTalbot派へ

の降伏の事に関しては， Stephenの治世に関する最も詳細なる所の史料一一恐らく 1136-66年

の問・ Gloucestershire州の南隣の Somersetshire州の Bathならびに Wells両市の司教であ

った Robertof Lewesなる・ Stephen派の一同時代人の筆に成ると考えられるところの一一

併しながら其の限りにおいては Stephen,Matilda両者を比較的公平に扱っている， 『スティ

ーヴン事蹟J〔GestaStephani, 1135-54）は，いま，次の様に述べて店るのである。一－uGeo-

ffr・eyTalbotは，王が Herefordの市に （inHe同fordensi municiρio）同地方の守備隊（Patrice
しもベ

defensores〕として留め置ける兵士たち〔milites〕や彼の権利に奉仕する僕たちまた管理人たち

くiurisprceministros et tutoreめを包囲〔obsideo）せんとした。〔そして〕彼は，司教座教会たる聖

母〔マリアコ教会に〔zη episco palis sedis princi palem Genitricis Dei ecclesiam〕侵入（ingredior)

して，聖餐台に着席していた奉仕者たちを（mensce Dei ministris）まことに不敬にも （irreuer-

enter）追い出（exρulso〕し，無分別にも（temerarie）武装者たちの一回を（αrmatorumccetum）導

き入れ（仇duco）て，祈りの家C教会堂〕 諸霊の壌罪の場を （domumqueorationum et animα 

rum proがciatorum）〔ー一瞬の裡に〉混沌たる修藩場に（indissensi1ηis tumultum），一一戦闘と

39〕 Henryof Huntingdon, Historia Anglorum(55 B. c. A. D. 1154〕， 8; Robert Atkins, The 

Ancient and Pγesent State of Gloucestershiγe (London, 1712 ; 2nd edn., 1768〕， p. 45, 2.一一一

cited by Richard Johnson, op. cit., p. 6. 

40) Cf. John T. Appleby, The Troubled Reign of Kiηg Stephen (London, 1968; New York, 

1970), p. 47; Ralph H. C. Davis, King Stephen, 1135-1154 (Berkley & Los Angels, 1967 ; 

Longman Paper Edn., corrected & amended, New York, 1977〕， p.43. 

41) 前段， 114ペイヂ並びに前註（6），参照。

42) Continuation of Florence of Worcester, cited by Johnsort, op. cit., p. 7. Cf. Fryde, et 

。l.,Ha刊dbookof British Chronology, p. 250. 
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へんげ

流血との巣窟に （inbelli et sanguinis ...…γecessum）変化 （conuerto）せしめるに到ったのであ
寸みか

る。〔かくして〕生命と救済との住処が （ui抑 etsal山 habitaculum）今や略奪者と戦闘者の話

れ家に（inraptorum et bellantium）変貌 （permuto）せしめられたことを見るのは，真に恐ろし

く（profectohorrendum), 総ての敬度なる気質の持ち主にとっては堪えられない（ommibusque 

ρie sentientibus impatiendum）ことであった。〔一方〕都市民たちも亦， jljる処において悲嘆に

肱れて大声で泣き喚きつつあった（ciuibus ubique lacワmoseeiulautibus), 一一夫れは， 彼等

の〔親しい者の〕墓地〔の土〕が城に〔其の土星の造成のために〕持ち去られて（suorumcimiterium 

in castelli sustollebatur uallum〕，彼等が今や，残忍、極まるところの光景（crudelo s pectaculum) 

一一地中から情け容赦なく （incompassiue）掘り出された所の，其の或るものは既に半ば腐潤し

ており，又他のものは極く最近に埋葬されたばかりの，彼等の両親や親戚の遺体のさま，に，

まのあたり接することになったからであり （uelquia...…， parentumque et cognatorum corpora 

alia semiputrejacta, alia recentissime humata・.....ab imo videbant incompassiue rectract。〉，夫
さと

れはまた，或るときは，其処から彼等〔一都市民たち〕が彼等を諭す妙なる平和な鐘Cの音J(dul-

ces et inbelles ...…tintinnabulorum monitus）を聴く （audio）のが常であった所の〔教会の〕鐘楼

〔turris)Cの上〕に今や投石機（balista）が据え付け（erigo）られて居るのを，また或るときは，〔其

処から〕王党派（regales）に対して公然と（inpalam）諸々の飛び道具（missilia）が投ぜ、（torqueo）ら

れて居るのを，まのあたりにしたからに他ならぬ。斯くして（igitur)Geoffrey〔Talbot〕は，教

会陣地から（αtemploρropugnans），彼等の城の中に閉じ寵められている王の軍隊〔 守備隊〕

(regis仰 litesiη castello reclusos）を極めて烈しく （injestissime）〔攻め立てたが〕， Milesof 

Gloucesterも亦城のいま一方の側から（exalia castelli regione）包囲を諸々の〔戦闘用の〕道具を

以て強力に推し進めて（molitia obsidione cum machinis）愈々彼等C主の城の守備隊〕を圧迫し

たので（eo uehementer angustians），遂に彼等は Herefordの城を明け渡すことを余儀なくされ

たのであった。』と。

こののち間もなく，翌1140年8月20B, Geoffrey Talbotは， Somersetshire州の Bathの戦

闘において戦死を遂げたがm, Miles of Gloucesterは，その忠誠を嘉せる Matildaに依って

Hereford伯（comesde Hereford）に任ぜ、られHerefordのboroughの慣習的貢租収入の三分ノー

(tertium denarium redditus burgi），全 Herefordshireの・罰金その他の裁判所収入の三分ノー

〔前段， 120～21ベイヂ， D.B.の記述[14］参照〕を譲与せられたのであった。

43) Gesta Stephani Regis Anglorum et D巴cisNormannorum, Liber Primus，〔53〕（巴d. by 

K. R. Potter, with new introduction & notes by R.H. Davis, Oxford, 1976)[0xford Medieval 

Texts], pp. 108 11. Cf. Johnson, op. cit., p. 7. 

44) Ralph H. C. Davis，。1p.cit., p. 43, n. 15. 

45〕 RegestaRegum Anglo-Normannorum, 1066-1154 (Projected by Henry W. Charles Davis; 4 

vols.; Oxford, 1913 69), Vol. III: Regesta Regis Stephani ac Matildis Imperatoricis ac Gau-

fトidiet Henrici Ducem Norman刊arum,1135-1154 (ed. by H. A. Cronne & R.H.C. Davis, Ox-
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併しながら， Milesof Gloucesterの斯かる地位も亦決して安泰なものではなかった。早くも

1143年には，彼は，彼の傭兵（mercenarii）として雇傭せる所の兵士たち （militis）に対する給与

の支払いに苦しみ，当時彼の支配下に在った教会領に多額の金銭の供与を強要したが，夫れは

前出 Hereford司教Robertde Bethuneの烈しい抵抗に遭い，夫れに怒れる Milesが司教領を

荒掠するにおよんで， Robertは， Milesとその家臣たちとを破門〔anathema）に附して了った。

而も， Milesは，周年のグリスマスイーヴに，狩猟中仲間の騎士の放てる矢に当たってイトれ，

遂に彼は教会に依って「痛悔のJ恩恵を享くることなくして」 （sinepcenitentice f rnctus）惨めにも

( miserabiliteのその生涯を終えたのである46）。

Miles of Gloucesterの死後は彼の息子の Rogerが父の跡を継いで Hereford伯となり，

此の者は， 1148年 Matilda退隠以後の・ St巴phenの治世の残りの期間，ほぼ王権より完全に

独立せる所の地位を享受したかに見えたが， 1154年10月25日今や Stephen残して， Stephen 

が前年 Matilda派と結べる協定に基づき， Matildaがその二度目の夫 Anjou伯Geoffroiとの

あいだに儲けた Henryが同年12月19日愛に HenryIIとしてイングランド王位に登り Plan-

tagenet王朝を創始するや，翌1155年の初め， Rogerは， 1148年以来前出 Robertde Bethune 

の跡を継承ぜるところの Hereford司教 GilbertFoliot(l148～63）に説得せられて，ついに従

来彼が Gloucester域とともに其の支配下に置き来ったところの Hereford城の領主権を新王

Henry IIに明け渡すこととなり，代りに彼は Henryより亡父 Milesof Gloucesterの有せし

ところの一切の封地を彼自身と彼の相続人とに安堵せられることとなって，改めてHereford伯

の地位， Herefordのboroughの慣習的貢租収入の三分ノー，を王に依って譲与せられること

となった。

然るに，彼れ Rogerは，同年，嗣子なくして殻し（decessit sine probe），ために愛にHereford

伯領は今や当代の封建法の論理に従い必然的に王権（Crown）の下に留保せられることとなった

のである。

v 

我が Herefordは，前節末患に是れを見たる如く， 1155年， Milesof Gloucesterの息子の

Rogerが嗣子なくして残するとともに，今や之を要するに王権〔Crown）の従属物たるところの

都市となったのであるが，斯かる此の都市の法関係は，その後 HenryIIの治世を過ぎて其の

第二子 RichardI〔r.1198～99）の治世に入るや，愛に大いなる変動を見るに到った。

併し，このことに直ちに言及するに先立つて，我々はしばらく，当代イングランドにおける

ford, 1968〕， No.393〔pp.150 f.J 
46〕 GestaStephani, Liber Primus, [79］〔80〕， pp.158 61 ; Appleby, op. cit., p. 142. 

47) V. C. H., Here/aγdshiγe, Vol. I, Political History, written by E. I. Carlyle, pp. 359 ff.; 

Austin Lane Poole, Flγom Domesday Book to Magna Caγta, 1087 1216 (Oxford, 1951 ; 2nd edn., 
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王権（Crown〕と都市との関係一般，前者の後者に対する政策一般に就いて，之を概観しておく

のを便宜とする。

いったし、，第12世紀は，今イングランド中世都市発達史i二一つの盛期（aflour台hingperiod 

in the history of the English towns)48）を形づくって居るのであるが，その閉幕期を割ーする

ところのHenryIの治世以来，王権の圏内諸都市に対する政策には，歴代の王の、冶世に依って

斉しからざるものが存した。すなわち， Henry I は，恐らく諸都市の支持と云うものの価値

を十分に認識しての事であろうが，一ーまた恐らく時宜に適った譲歩こそが余りにも屡々大陸

における communes運動に特徴的に認められた極端なる暴動を回避し得る唯一の途と考えて

の事であろうが，諸都市の比較的無理のない要求に対しては進んで之を受け容れんとする態度

を示した。その跡を承けて Stephen,Matildaの内乱期に入ると， Stephen, Matilda両者共

に政略的に諸都市を利用，是れを以て諸侯の支持を勝ち取るための買収・逆買収合戦に於ける

言わば動産質（pawns）の如きものたらしめ，その結果諸都市中の砂なからざるものが今や強大

なる諸侯の掌中に併呑せられるに到ったのである。之に反して， Henry IIの都市政策は厳密

に保守的なるものであった， 彼は， communeはrevolutionの温床であると云う此の時代

の一般通念を共有して，諸都市に対して何らかの程度の独立を譲与することには細心の注意を
49) 

払ったのである。併しながら，諸都市にとって今や絶好の機会は， Henry IIの息子たちの代

に至って長に到来Lたのである。即ち，先ず， HenryIIの第三子Tこる RichardI は，周知の

ごとく，その即位の翌年からフランス王PhilippeII〔r.1180～1223〕， ドイツ皇帝Fri己drichI 

(r. 1152～90）らと第三十字軍に従軍し，大いに“Richardthe Lion H巴arted＇’の勇名を轟かせ

ることとなるが，其の軍事費の所要から，彼は， charters交付との引き替えに諸都市に依る相

当額の献金の申し出を熱心に受け入れんとする態度を示すようになったからである。かくて，

Herefordもまた御多分に洩れず法に1189年 6月3日に即位した Richardより同年10月9日，

次の如き，当市の都市民たちがし、ま一定の条件の下に fee-farmの権利を永久に享受し得べき

ことを規定した所の，当市としては初めての charterを鳳ち得るに到ったのであった則。

1955〕， p.322. Cf. Fryde, et al., Handbook of British Chronology, p. 250; I. J. Sanders, 

English Baγonies; A Study of theiγ origi担 and descent, 1086-1327 (Oxford, 1960〕， pp.6 f. 

[Barony of Miles of Gloucester] 

48) Poole, op. cit,, p. 65. 

49) Cf. ibid., p. 68. 

50) 此の現在そのオリヂナノレが Hereford-rtfの Guildhallの civicarchivesに所蔵せられている，

当市の最古の charterの刊本ば，管見の限りで：は，上引の RichardJohnsonの史料集に収められて

居るものが其の唯一のものであるが，惜しいかな，夫れは，ラテンのテクストとしてではなく，著者

に依る近代英語訳の形で printせられて居る。 R. Johnson, op. cit., p. 48.参照。ただし，比の

charterの核心的諸部分一一呼び掛けの前文につづく第二のセンテンスおよび第三，第五のセンテン

スは，幸いにも，其のラテン原文が，いま AdolphusBallardに依って彼の史料集中に抜粋・印刷さ

れて居る。 A.Ballard, British Borough Charters, 1042 1216 (Cambridge, 1913), pp. 121, 222, 
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『神の恩寵に依りて， イングリシュの王，ノルマンディびと並ひ、にアキテーヌ Aquitaineび

との公にしてアンジュウびとの伯たるところの， リチャアドは，大司教たち，司教主こちs 修道

院長たち，伯たち，バロンたち，裁判官たち，州奉行たち，司法官吏たち，およびフランスに

おける将又全イングランドを通ずるところの総ての彼〔ー←王】の忠誠なる臣下たちに対して，設

に挨拶を送る。肢が，朕のウェイルズことの国草地方〕に在るヘリフォドの都市民たちに対して
t" まち

(ciuibus nostris Hereford in TVallia），彼等が，該の市を〔城壁：もて〕囲緯ずる（claudo）こと

じ 市の域塞化〕に助力するでふ条件の下に（itaquad ipsi auxilium prestabunt ad claudendam 

villam〕， 〔朕の〕財務府（scaccarium）に毎年四十ポンドを支払ふことに依りて（proxl libris 

reddendis per annum ad scaccarium）永久に（perpetuo）ヘリフォドの市を保有（te憎め寸べき

ことを〔viliarnde Hereford tcncn白m perpetuo），既にして譲与（concedo〕し終へたることを，

汝ら心得よ〔sciatisnos concessisse ...... ）。しかして，是れが譲与の代償として（prohac conces-

sione），彼等〔ーヘリフォドの都市民たち】は，いま〔即金にて〕朕にC通貨たる銀貨の名呂価値に

依らず，重量に依りて一一「白貨Jの形にて〕四十マルク〔－26ポンド13シリング4ペγス〕の銀

を既に納めをれり（dederunt.・回一.xl marcas argenti〕51)。かくて，朕は，彼等〔ーへリフォド

の都市民たち〕が前記の市〔 ヘリフォドうを，兵の総ての自由なる諸特権，慣習的諸瓦租の免

除権と夫れに付随する総ての事柄と共に，年四十ポンドの前述ぜる地代〔を支払ふこと〕に依り

て，永久に保有せんことを，就に命ずる者なり。従ひて，肢の丹、l奉行たちのうちの何びとと難

も向後，前述せる市仁一ヘリフォドヲに関する何らかの訴訟（placitum），異議の申し立て（quere-

la），〔争ひの］原因 （occasio), 或いはその他の事柄に就きて，彼等〔 ヘリフォドの都市民た

ち〕に如伺なる仕方にでも（aliquid）干渉（intromittのすべからず。

右証人，ダラム Durham司教 Hughde Puiset, William de St. Johanne. 朕の治世の最

初年〔 1189年〕十月九日，ウエストミンスタァ Westminsterにおいて，イーリィ Ely(Cam 

bridgeshire）の司教にして朕の当選大法官たるところの Williamde Longchampの手に依りて

作成。』

此の charter の眼目とする所は，見らるる通り，飽く迄もいま其の第二センテンスに在る。

←一一即ち， Herefordの都市民たちが，彼等の市の城塞化（fortification）に協力することを条件

として，従来，当 Herefordshire川の州奉行が当州の犬れの一部としてそのものを財務店 Elひ

chequ巴rに伯入し米れるところの此の市の慣習的地代 ファームCfirma; farm）を，今後は，

238.参照。なお，全体としての本 charterの Johnsonの近代英語訳にもとづく筆者に依る訳出・紹

介iこ当っては，筆者は，おなじ RichardIがその治世第五年C-1194年〕 5 月 5 日 Norfolk~iiのNor

wich市に賦与したる charterを嚢に本誌上に訳出・紹介したる際採れる形式に準拠して， 之を行っ

た。拙稿「中山沼市民共同体の生成 ノリッヂ市の場合」（「立教経済学研究J第43巻第4す）， 118～ 

21ペイヂ，参照。

51）前段， 120,125ペイデ，参照。
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Hereford の都市民自身が直接年額40ポンドとして毎年ミクルマスに財務府に納付することに

依って，愛に fee-farm［一保有料附自由保有〕の形において彼等の市を彼等都市民自身が永久

に保有するところの特権が認められた，と云う一一まさに此の一点に存するのである。かくてデ

今や Herefordの都市民たちは，斯くの如く州奉行より財政的に自立独立するところの財政的

特権を手に入れたのであるが，彼等はまた，上掲の charterのいま第五センテンスに依って明

らかなるごとく，訴訟・異議申し立て其の他においても向後州奉行の主宰するところの州裁判

所（countycourt）の管轄権より免れて司法的に独立するところの司法的特権をも，併せて菰ち

得ることとなったのである。一一是れに由って之を観れば，要するに， Richardv主， Jltのchar-

terの発給を通じて，即金にそ．いま「白貨」の形における40マルグ 26ポンド13シリング4ペン

スの銀を手に入れたるのみに止まらずして，今後永久に Herefordの都市民が王の財務府に毎

年40ポシドの慣習的地代の支払いを為すと云ち，斯かる現実的金銭的利益との引き替えにおい

て， 従来王権の従属物（royalinstitution)52Jとして存在したるところの此の市 Herefordに王

Richardの有せる一切の権利と利害関係とを， まさしく Herefordの都市民たちに対して売っ

たのである，としかく言い切ることを得るであろう。

因みに，此の1189年10月9日附の chartertこ明記せられたる年額40ポンドの慣習的地代給付

なる条件は，同年9月3日に即位せる RichardIの治世第二年一一1190年9月3日より1190年

9月2日に至るーーの財務府記録 PipeRoll [1190年ミクルマス〕における Herefordshire関係

の部分［Herefordscr'in walつには，（Ciuesde Hereford' xl li, bl. de firma ciuitatis Here-

ford’J〔一一ヘリフォドの都市民たち，ヘリフォド市のファームとして， 白貨四十ポγ ドを

〔納入すJoJとあって， 我々は，夫れが約束せられたる如く実行せられたることを裳に確認＝

実証し得るのであるが，夫れと同時に，いま慣習的地代として財務府に納入せられたところの

40ポンドもまた，即金にて主に支払われたる40マルグー26ポンド13シリング 4ベンスと同様に，

bl.-blan’〔白貨〉で、あったことを此処に知り得るのである53）。

1199年， RichardIがNormandieを窺議するフランス王PhilippeIIと戦うべく大陸に渡り，

自TlAquitaine地方の叛乱の討伐中に思するや，ままに HenryIIの第五子〔一末子Jtこる John

(r. 1199～1216〕が兄の跡を襲ヲて王位を継承した。然るに，此の Johnの治世においては前

代のRichardIの治世にも増して，いよいよそのフランス主との抗争に起因する財政的逼迫は

其の激しさを加え， 彼の国内諸侯に課せるところの莫大なる軍役と之が代納金（scutagium ; 

52) W. L. Warren, The Governance of Norman and Angevin England, 1086 1272 (Stanford. 

California, 1987), p. 4. 

53) The Great Roll of the Pψe foγ the second year of the reign of King Richard the 1すかst,

Michaelmas 1190 (Pipe Roll 36), ed. by Doris M. Stenton (London, 1925）〔ThePublications of 

The Pipe Roll Society, Vol. xxxix '. New Series-Vol. I], p. 46. 
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scuta宮e）の諒求とは克に諸侯の蹴起を招来し，その挙句は彼をしてかの MagnaCartaに調印

するの己むなきに立ち到らしめたのであるが，他方国内諸都市に対しても，当時 Johnの置か

れたる財政上の苦境は，彼をしてその苦境打開のために否応なしに，そこに第12世紀の終駕一

第13世紀の起拾を劃する所の・此の国に於げる中世都市の“thegreat constitutional progress” 

を将来せしむべき特権の此れらの諸都市に対する「売却」を為さしめずには措かなかったのであ

る制。而して，このことは，いま，我々の Herefordが， 1215年6月19日の MagnaCartaの

Johnに依る調印ののち凡そ一ヶ月， 1215午7月10日，次のごとき charterを国主 Johnより

鼠ち得て居ることに依っても，明証せられ得る所である55）。

『神の恩寵に依りて，イングランドの王，アイアラ γ ドのロード56>, ノルマンディ並びにア

キテーヌの公にLてアンジュウの伯たるところの，ヂョンは，大司教ナこち，司教？こち，修道院

長たち，伯たち，パロンたち，裁判官たち，少i'I奉行たち，執行吏たち，および総ての彼〔一一王〕

の忠誠なる臣下たちに対して，愛に挨拶を送る。朕が，朕のウェイルズ〔との国境地方〕に在る

へ Pフォドの都市民に対して，又彼等の相続人たちに対して（etheredibus eorum），彼等の忠

実なる奉仕に免じて（profideli servitio suo），総ての奉仕並びに強請じ免除〕の代償として（pro

omni servitio et exactioηの毎年朕の財務府に対し銀貨四十ポンドの支払ひを為すところの fee-

farmにおいて（adfeodi firmam pro quadraginta libris sterlingorum reddendis ad scacca-

rium nostrum per annum）朕のヘリフォド市を（civitatem nostram Hereford’λ既に譲与し

終へたることを，←－［夫れが〕朕並びに朕の相続人たちより彼等〔ーヘリフォドの都市民たち〕

並びに彼等の相続人たちに依りて永久に（deno bis et heredibus nostris sibi et heredibus 

suis inperpetuum), 良好に平和裡に，自由に安穏に，何事も無く全き形にて，完全に誉れ高

く（beneet in pace lidere et qui巴tepacifice et integre plenarie et honorifice），すべての

夫れじ fee-farm］に附随する所のもの，詰特権，上記の市〔ーへリフォド〕に属する所の慣習的

諮貢租の免除権と共に（cumornmibus pertinentiis et libertatibus et liberis consuetudinibus 

ad predictam ciuitatem pertinentibus），所持ぜられ保有せらるべく（habendarnet tenendam), 

54) Cf. Poole, op. cit., p. 68. 

55〕 此の charterも亦現在 Hereford市の Guildhallの archivesにその copyが存するが，上記

Johnsonの史料集に彼の手に成る其の全文の近代英語訳が収められて居る。 Johnson,op. cit., pp. 48 

-49.参照。而して，其のラテン原文は， 冒荒の前文と末尾の証人名， 作成の日時・場所・作成当守王

者名を除いて，ほぼその会瓦が， Ball乱rdの前引史料集中心一一此の音の編輯方針に縫い各事項別l二

バラパラに解体せられて一一其の各所に順序不同に分散的に printせらて居る， L、まそのペイデ数の

順序に従ってその所在箇所を挙げれば， Ballard,op. cit., pp. 105, 114, 121 f., 189, 207, 209, 222 

である。

56) John は1210年突如，彼の父の HenryIIの1171-2年の夫れに次ぐアイアランド遠征を敢行，その

地の土若の諸王をことごとく彼の oberlordshipの下に服せしめた。 Cf. R. R. Davies, Domination 

and Conquest : The expeγience of Ireland, Scotland and Wales 1100 1300 (Cambridge, 1990), 

pp. 57, 69, 71 f., 80. 
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E上述のヘリフォド市の保有料附自由保有（fee-farm）の特権の既に同市の都而民たちに譲与せ

られたることを），汝ら心得よ（sciatisnos concessisse ...…〉。斯くて，朕の州奉行たちのうち

の何びとと雄も向後，前述の市〔ーへリフォド〕に関する何らかの訴訟，異議の申し立て，争ひ

の原因，或いは其の他の事柄に就きて，彼等〔 へリフォドの都市民たち］に如何なる仕方にて

も干渉すべからずヒ中略〕。朕はまた，同都市民たち並びに彼等の相続人たちに対して，彼等が

て永久に〕商人ギルド （GildaMercatorum）を有することを，而してかのギルド〔商人ギルド〉

に元来属するところのハンザ（Hansa）その他慣習的諸貢租〔consuetudinibus〕〔の徴収権〕， また

諸特権（libertatibus〕を有することを，主主に認むる者なり 57）。朕はまた，かのギルド〔 商人ギ

ルド〕に属せざるところの如何なる者も（nullusqui non sit de Gilda illa），同都市民たちの

意思に拠るに非ずんば（niside uoluntate eorundem ciuium），上記の市又は其の近郊 （sub-

urbium）において何らかの取引（mercandisa）を為すべからざることを〔愛に同都市民たち並びに

彼等の相続人たちに対して〔永久に〕保証する者なり〕。朕はまた，若しも何らかの原住者（仰向

tiuus）或いはその他の者じ 他郷よりの来住者〕にしていま上記の市（burgus）に滞留し，同市の

内部に土地を保有し，且つ一年と一日岡市の都市民たち（burgensibus）とともに上記のギルドの

仲間入りをなし， しかしてハンザに係はりを持ち，住民税 （lotet scot)を納付するとせんか（si

vero aliquis natiuus alicujus in prefato burgo manserit et terram in eo tenuerit et fuerit 

in prefata gilda et hansa et lot et scot cum eisdem burgensibus per unum annum et 

unum diem〕，関後は （deinceρs一一一年と一日を経過せるのちは〉彼は彼の［I日〕領主に依りて

連れ戻（γepeto）さるることを得ず，もはや同市に一介の自由民として永住（permaneo）し得べき

ことを（deincepsnon possit repeti a domino suo sed in eodem burgo liber permaneat), 

愛に同都市民たち並びに彼等の相続人たちに対して〔永久に〕保証する者なり。更に朕は，朕の

上記の都市民たち並びに彼等の相続人たちに対して彼等が〔永久に】裁判権（socet sac），市場使

用料〔thol）〔の徴収権〕，臓品所持者の追求権（theam)58＞，盗人の領域内追捕権（injangenethef)59>

を有ずるととを認む。而して又，朕は， 彼等〔一朕のヘリフォド都市民たち並びにその相続人

たち1が，市場使用料（thelon仰m）また船荷関税（lestagium)60＞また通行＝輸送税（passagium)60 

57) Cf. Thomas Madox, The History and Antiquities of the Exchequeγof the Kings of E珂g司

land〔10661327）〔London,1711; 2nd edn., 2vols., London, 1769), Vol. I, p. 412,n.(a〕．；一一－

Cives Herefordi詑…...; Et ut habeant inperpetuum Gil dam Mercatoriam cum Hansa & 

alij s libertatibus & consuetudinibus ad illam pertinentibus. 

58) Cf. William Stubbs, ed., Select Charters, and other Illustrations of English Constitutional 

Histoγy from the ealiest times to the reign of Edward the First (Oxford, 1870; Ninth edn., 

revised throughout by H. W. C. Davis, 1913), Glossary, p. 526, v.s. Team, Theam，… 

59) Cf. Stubbs, ibid., Glossary, p. 518, v.s. Infangentheof. 

60) Cf. Ibid., Glossary, p. 519,, v.s. Lestagium. 

61) 拙稿「中世市場についての一考察」（「立教経済皐研究」第42）会第3号）， 69ペイヂ，参照。
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また橋梁使用料（Pontagium)62＞を，また賦課租（leue)63＞を，またデインゲルド〔Danegeld）を，

また弁済金（gaiwite)64＞を， しかうして其の他のC以上に列挙されたるもの以外の〕総てのもの

一一朕が他の〔 イングランド以外大陸に在る〕総ての諸領地におけると同様にし、まイングラソ

ド（Anglia）において能く夫れらのものの徴収権を有する所の一一一〔封建的〉諸貢租（consuetudi-

mbus）並びにヒ封建的1諸賦課（exactionibuめを，朕の権力の及ぶ限りの全領土を通じて〈ρer...・－－

pot est at emη口stram）免除せらるべきことを認む。かるがゆゑに，朕は，朕の上記のへリフォド

の都市民たち並びに彼等の相続人たちが，総ゆる奉住並びに強詰〔免除〕の代償として納附せら

るべき年銀貨四十ポンドの fee-farmrent〔 自由保有地代〕をもって，ウェイルズ〔との国境

地方〉に在るへリフォドの市を，夫オLに属する総てのものとともに，所持し保有せんことを，欲

し且つ断乎として之を命ずる者なり。市して，朕は又，彼等〔一上記のへリフォドの都市民た

ち並びに彼等の相続人たち〕が，商人ギルド（gildamercatorium）を，かのギルドC商人ギルド〕1

に属するところのハンザ（hansa）その他の慣習的諸貢租（consuetudinibus）〔の徴収権〕並びに諸特

権 （libertatibus）とともに（cumhansa et aliis consu巴tudinibuset libertatibus ad gildam 

illam pertinentibus), 保持せんことを〔欲し且つ断乎として之を命ずる者なり〕。而して，彼

等が，総ての諸特権を，既に上述したるがごとく，平和裡に，自由に，安穏に，完全に，全き

形にて有せんことを〔欲し，且つ断乎として之を命ずる者なり〕。

右保証人，夕、プリン Dublin(Ireland）大司教LordHenry，以下，四名の証人名省略。朕の

治世第卜七年［－1215年〕七月十日，グラレγダン Clarendon(London）において朕の大法官

Richardの手に依りて作成』。

l比の1215年の Johnの charterを，先きに我々の見たる1189年の RichardIの charterと

比較してみるとき，我々は大雑把には次の如くに言い得るであろう。即ち，（ a）先きにRich-

ardのcharterにおいて確認せられたところの当 Hereford市の都市民たちの》>feodum firma《

(fee-farm）における“selffarming，，の特権が Johnのcharterにおいて愛に再確認せられているφ

(b）先きの Richardのcharterにおいては未だjJJ奉行の主宰する州裁判所の管轄権よりの独立

なる形で単にネガティヴにのみ認められて居るに過ぎなかった所の当 Hereford市の都市民た

ちの司法上の特権が今や Johnのcharterにおいては彼等に依る所の一般的に裁判権の行使と

云う形でポジティヴに承認せられている。（ c）先きの Richardの charterにおいては全く言

及せられることのなかったところの商人ギルドが Johnのcharterにおいては現われて居り，

62) 同上， 69ペイデ，参照。

63) Cf. Stubbs, op. cit., Glossary, p. 519，世.s.Leue. 

64) Cf. Revised Medieval Latin Word』Listfrom British and Irish Sources, prepaγed by Ronala 

E. Latham, undeγthe direction of a committee appointed by The British Academy (London, 

1965), p, 206, v.s. gaiwita. 
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：斯かる商人ギルドを Herefordの都市民たちの組織し得ることが認められてし、る。一一以上の

三点である。

以下，此れらの諸点について一ーとくにその第三点を中心として，立ち入って検討を加えて

みよう。

我々 ば， 曽て木稿の第三節において D.B.の記述を巨細に宣って分析＝検討せる際， Anglo幽

.Saxon時代の末期 Edward働悔主時代において我がHerefordに明らかに市場 （mercatum）の存

在したることを立証する如何なる記述も之を見出し得ないが，夫れにも拘らず当時此の町に造

幣人（monetarius）の歴として存在したる事を確認し得ることに拠って「当時機悔王時代此の町

において何がしかの程度において局地的なる商品交換＝商品流通の過程が既に進行しつつあっ

たこと」を其処にどうしても推定しない訣にはいかない旨，述べる所があったC前段第三節目。

ベイヂ，参照〕。而して，その後も，此の種の日巴refordに於ける・その局地的たると否とを

澗わず凡そ商品交換＝商品流通の事実を積極的に実証するところの史料は依然存していないの

であるが，然し乍ら，是れを間接的に証拠立てる所の・商人ギルドの存在に関する文献的史料

は，何も上掲の Johnの charterをもってその日蕎矢とするものではないのである。 Johnの

.charterよりも前に，既に Plantagenet王朝開幕時の1154年，或る陪審（jury）法廷がHereford

に属することを評決せるところの諸特権に関する記録のなかに，いま次のごとき追記が為され

てあるのを，我々は発見するのである。←一－~たとへ彼が如何なる身分，如何なる地位に在り

といへども，なんびとも，彼の商品の服売に関して，彼がgildamercatoria ［に属する〉我々の

都市民たち或いは当〔Hereford〕市の自由民たちとともに住民税 （scotet loのにおいて在らざれ

ば〈一一住民税を負担する連帯関係に在らざれば斗しかしてまた彼が彼の妻とともに同市〔－

Hereford市〕に居住しつつあらざれば，如何なる取引をも是れを為すべからず，なほ〔その際〕，

彼vt，何よりも先づ，彼の人的財産一ーすなはち〔相場に依りて絶えず其の価格の〕上下すると

ころのものC商品〕，を彼自身現にその手許に有せざるべからず。而して，此の慣習法は，年

に二回，両度の主要審問に際して公布せちるべきものにして，〔過去にてもう然かすることを習

はしとしたるものなり 65官。即ち，此の1154年 Herefordにおいて開廷せられたところの一つ

の陪審法廷記録の追記のいま意味する所のものは， Hereford市において商品の販売 取引に

従事し得る資格を有する者として，彼が彼の妻子と共に当市に世帯を構え，自由民の一人とし

て住民税納付の義務を忠実に履行し，且つは当市の商人ギルドの一員たる所の者に限る，とし

た慣習法的規定を表わして居るのであるが，上掲 Johnのcharterにおいては，此の慣習法的

規定の主旨がし、ま一層強化せられて，（ a）斯かる商人ギルドに属せざる者が，斯かる商人ギル

ドをいま組織するところの Hereford の都市民たちの意思（uoluntas）に基づく場合のほか，此

65) Charles Gross, The Gild Merchant: A Contribution to British Municipal History (2 vols.; 

Oxford, 1890), Vol. II, p. 109. 
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の市 （burgus)vとおし、て一一延いては此の市の近郊（初旬γbium）において，何らかの取引 （meγ－

candisa）を行うことを厳に禁止せられており，その場合，（b）たとえ彼が此の市の生え抜き

の住民（ηati仰のではなくもと此の市以外の農村において何らかの荘閤領主に隷属していた者

であって其の使当市に移住逃散し来った者であったとしても，いき本来の都市民同様に被が

此の市の内部におし、て土地を取得・保有し，住民税〔lotet scot）納付の義務を果たし，而も商

人ギルドに加入して既に一年と一日を経過して居るならば，もはや彼は彼の旧領主に依って発

毘せられることがあっても再び彼の原住地に強制連行せられることは決してなく，此処 Here-

ordにおいて自由民として永住（permaneo）し得ること，が，保証せられて居るのである 0 ' 

因みに，此処に現われるところの・屡々かの Hansabundの名称の起原とせられる66>Hansa'. 

については， Grossに依る詳細なる研究があって，いま夫れに拠れば，此のタームは元来〔a),

商人の支払う何らかの貫租（tribute）或いは取立金（exaction）一一商人ギルド、への入会に際して

支払わるべき手数料〔fee）或いはギルド員ならざる者の当該都市における取引に際して負担す

べき料金（toll）のごときーを意味する場合と，（b〕，》gildamercatoria《の synonymである

場合と，二つの場合があるとせられる67）。而して， Stubbsの前引史料集の Glossaryにおい

ては， Hansaは唯単に“atrade guild，，と説明されて居るに止まる68）が， L.F. Salzmanは，

此のタームを，“agild merchant，，と同意語の意味と， “entrance fee”の意味と，両様の意

味で用いて居る69）。我々 の Johnの charterのテクストにおけるところの Hansaが，上記の

二様の意味のいま敦れに該当するかは遺かに之を断定し難いが，筆者には，大体において前記

Grossの謂う第一の意味←一一応 gildameγcatoriaとは区別せられる，商人ギルドに其の徴収

権の属する所の，何らかの貢税或いは取立て金を意味して居るもの，と思われるのである。

奴て，斯くのごとき商人ギルドに関する記述と並んで，いま 1215年の Johnのcharterにお

いて，当時の Herefordにおける一般的に商品交換＝南品流通の展開の事実を間接的に立証し

て居るところのものは，そこに，市場使用料 （theloneum），船荷関税（lestagium），通行ー輸送

税（passagium），橋梁使用料 （pontagium）等の元来主に其の徴収機の属する所の，封建的諸貢

租（consuetudinibus），封建的諸賦課（exactionibus）への言及が為されて思ることであり，夫れら

がいま Johnに依り Hereford都市民ならびに彼等の相続人に対して今後「朕の権力の及ぶ限り

の全領土を通じてJ一一イングランド並び、にイングラソド以外の・大陸本土またアイアラソド

に於げる彼れ Johnの全支配地域を通じて，免除せらるべきこと 斯くのごとき特権の今後

Hereford都市民ならびに彼等の相続人に永久に属すべきものたること，が植われて居ることで

66) William Stubbs, The Constitutional Histoγy of England in its Oγigin and Developmeηt 

(3vols.; Oxford, 1874-78), Vol. I (6th edn., 1903; Reprinted, 1926), p. 447. 

67) Gross, op. cit., Vol. I, pp. 192-6. 

68〕 Stubbs,Select Charters., Glossary, p. 517, s.v. Hansa. 

69〕 L.F. Salzman, English Tγade in the Middle Ages (Oxford, 1931), pp. 83, 343. 
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ある。而して，此のことは，まずこ，此処に撞々説明する迄もなく，当時第13世紀初葉において

既にして此処 Wye河に臨める Hereford市が， localな短距離商業（short-distancetrade; 

Nahhandel）の中心を形成して居たばかりではなく， inter-localな一一全国的 nationalないし

民族間的internationalな長距離商業(lo時四distancetrade ; Fernhandel）のー拠点をもなして

居り，其処に》theloneum《が支払わるべき中世的な定期的市場〔periodicalmarket）が事実上

de facto存在していて，斯かる市場に搬入せられる所の諸商品は，水路 Wye河上を船荷とし

て運ばれて来たる夫れらに対しては》lestagium《が課せられ，陸路当市の市場に此れら商品を

運び込む所の者一一近郊農村の農民または専業的な遍歴商人に対しては夫々通行税が，また彼

等の携行せる諸物品に対しては輸送税が一般的に ｝passagium《なる形において賦課せられ，

その場合Wyeに架かる橋梁を通過するときは橋梁維持費として ｝pontagium《が賦課せられた

ことを，瞭らかに我々に物語って居るのである。

それでは，最後に上述せる所の商人ギルドと一般に都市民との関係は凡そ Herefordにおい

ていま如何なるものであったであろうか。一一筆者には，此の両者は，その概念の外延におい

て相蔽う関係に在ったと思われる。と云うのは，前出の1154年の陪審法廷記録の追記において

は，其処に「gildamercatoria〔に属する〕我々の部市民たち」と云う表現が見出され，夫れが「或

いは」をもって当［Herefordコ市の自由民たち」に直ちにいま置き換えられていて，而も其の軌

れもが住民税（scotet lot）を負担するところの連帯関係に在る者として捉えられて居るし，ま

た1215年の charterでは，『かのギルドじ商人ギルド〕に属せざるところの如何なる者も，

同都市民じ－Hereford都市民Jtこちの意思に拠るに非ずんば，上記の市又は其の近郊において

何らかの取引を為すべからざること」と日って， 宛も商人ギルドに属する者即ち都市民である

かの如き文脈が其処に明らかに認められるからである。斯くして，筆者には，いま Herefordtこ

関するかぎり，その第12～13世紀段階に於ける商人ギルドは，具体的には， Grossの謂う所の

“a single general Gild Merchant'' として，そのうちに craftguild 〔同職ギルド〕の機能

をも実質的に包摂ずるところの・一個の綜合ギルドなる存在形態を表わして居り，その中には

専業的な商人のみならずひろく各種の手工業者 2 独立小生産者をも包含していたもの，と推断

せられるのである加。

ともあれ，我が Herefordは，今や第13世紀の初め Johnのchart巴rを獲得するに及んで，そ

の都市民が商人ギルドを組織し，彼等自身，一般的なる裁判権のほか，特殊的に臓品所持者に

対する所の追求権（theam）， 盗人の都市領域内に於ける追捕権（infangenethef〕等種々の司法上

の諸権利を行使し得るところの特権を有し，且つは彼等自身毎年ミクルマスに40ポンドの fee-

farmを直接 Exchequerに納付することに依っていま財政上Herefordshire州の sheriffの管

70) 前掲拙著「イングランド中世都市の展開』， 283ベイヂ，参照。
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轄権より離脱せるところの，一一一個の歴史的個体として比の国の中世都市を特徴づける71）か

の》fimaburgi《の特権を確把せるところの都市として，愛に主体的に其の「自立」を達成する

こととなった次第である。

附記註（53〕所引の『パイプーロウル協会刊行物』中の一巻の閲読に際しては，筆者は，右の

E刊行物~43巻を所蔵する本学図書館の前館長鵜川馨教授の御世話に成った。震に記して心から

の謝意を表します。

71) James Tait，“The Firma Burgi and the Commune in England, 1066-91”， Eηglish Historical 

Review, Vol. xliii (1927〕， p.321. 


